
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 令和 8年度版 ～ 



 

 

は じ め に 

 

 この小冊子は、由利本荘市にお住まいの障がいのある方やその家族の方々が利用できる

福祉サービスの概要と問い合わせ先を紹介したものです。お手元に備えていただき、各

種サービスの手引きとして活用いただければ幸いです。 

 各項目の対象者や申し込み方法などについては、障がいの程度、所得、年齢、申請時期に

より制限される場合があります。詳しくは、事前にそれぞれの窓口へお問い合わせください。 

 なお、この小冊子は令和８年６月現在の情報をもとにまとめており、その後内容が変わること

がありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の「害」の字の表記について 

 

 本市では障害の「害」という字のマイナスの印象を考慮し、障害のある人の人権をより尊重

するという観点から、ひらがな表記を実施しております。 

 本書においても、法令、例規、要綱等の名称及び条文の引用による記載やそれらに規定さ

れる制度、事業等の名称、団体や施設などの固有名詞を除き、「障がい」「障がい者」「障が

いのある人」などと表記しておりますので、ご了承お願いします。 
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a障がい福祉に関する各種相談機関・窓口について 

医療・教育・職業等あらゆる問題について相談に応じ、制度の紹介や必要なアドバイスを行います。 
 相談時間や方法については、各機関・施設等にお問い合わせください。 

 

a-1 市役所の相談窓口 

 

福祉支援課（障がい支援班） 
 由利本荘市瓦谷地１（鶴舞会館１階） 
 TEL 24-6314／FAX 24-0480 

・障がい福祉に関する総合相談 
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種減 
免制度 
・障害福祉サービス、障害児通所支援、自立支援医療（更生、育 
成、精神通院）、補装具、日常生活用具 
・特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当 
・聴覚障がい者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援（手話通訳、要約筆記） 
・障がい者の虐待防止、その他障がい者支援等 

福祉支援課（福祉総合相談室） 
 由利本荘市瓦谷地１（鶴舞会館１階） 
 TEL 24-6267／FAX 24-0480 

・障がい、高齢、児童等の分野や年齢の枠を超えた総合的な相 
談、特に複雑な課題の相談 
・成年後見制度 等 

こども家庭センター（こども家庭班） 
 由利本荘市瓦谷地 1 

（本荘保健センター１階） 
 TEL 24-６２９２ 

・児童福祉に関する総合相談 
・就学前幼児発達支援事業「虹っこひろば」 
・児童の虐待防止 

長寿生きがい課（地域包括支援班） 
 由利本荘市瓦谷地 1（鶴舞会館 3階） 
 TEL 24-6345／FAX 24-6395 

・高齢者の福祉に関する総合相談 
・福祉、医療、介護、権利擁護その他の高齢者支援等 
・介護予防､健康づくり 

長寿生きがい課（高齢者支援班、介護保
険班） 
 由利本荘市瓦谷地 1（鶴舞会館 3階） 
TEL 24-6322､24-6323 
FAX 24-6395 

・養護老人ホームに関する相談 
・介護保険制度（介護サービス）等 

医療保険課（医療保険班、国保年金班） 
 由利本荘市尾崎 17 
TEL 24-6244、24-6245 
FAX 24-0228 

・福祉医療制度（マルフク） 
・年金制度（障害基礎年金等） 

健康づくり課（本荘保健センター） 
 由利本荘市瓦谷地 1 

（本荘保健センター１階） 
 TEL 22-1834／FAX 24-0481  

・健康診査、予防接種、療育支援、自殺予防、アルコール依存、 
引きこもり相談等 

 ※各総合支所市民サービス課その他の市役所関係部署については P.５２をご覧ください。 
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a-２ 障がい者基幹相談支援センター 

由利本荘市では、地域における相談支援の中核的な役割を担い、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい

者の相談を総合的に行う障がい者基幹相談支援センターを下記事業所に委託設置しています。 

センターでは、障がいのある方や家族からの障がい福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供や助言、福祉サ

ービス利用等に必要な支援を行う相談支援事業を実施しているほか、地域の相談支援事業者の支援や調整、障

がい者・児の権利擁護、虐待に関する相談受付・対応、障がい福祉事業者の人材育成等の事業を行い、障がいの

ある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援します。 

由利本荘市障がい者基幹相談支援センター 
由利本荘市二番堰 25-1 
TEL 74-3614／FAX 44-8579 

・月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始除く） 
 午前９時から午後５時まで 
※上記以外緊急の場合 
 TEL 0９0-3641-5673 

 

 

a-3 委託相談窓口 

下記の事業所で、障がいのある方や家族からの障がい福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供や助言、福祉

サービスの利用支援等の必要な援助を行う相談支援事業を実施しています。 

相談は、電話やＦＡＸ、来所、家庭への訪問等相談者のご都合にあわせて対応します。 

 

障害者自立支援センター「和」 
由利本荘市石脇字田中 108 
TEL 24-0753／FAX 22-7890 

・主に精神障がいのある方の相談 
・月曜日～金曜日 
 午前９時から午後５時まで 

 

 

a-4 秋田県の障がい福祉関係機関 

 

秋田県由利本荘保健所 
 由利本荘市水林 408 
 TEL 22-4120／FAX 22-6291 

・障がい者保健福祉、自立支援（精神通院）医療、 
 特定疾患、小児慢性 特定疾患、難病対策等 

秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

 秋田市手形住吉町３番６号 
  

TEL 018-8３１-２９４０（代表） 

FAX 018-8２７-５２３１ 
 
 
秋田県子ども・女性・障害者相談センター 

 秋田市手形住吉町３番６号 
  

TEL 018-8３１-２９４０（代表） 

FAX 018-8２７-５２３１ 

（福祉相談センター） 

・身体障害者更生相談所 TEL 018-831-2３０１ 

・知的障害者更生相談所 TEL 018-831-2３０３ 

・福祉相談（身体・知的・精神障がい、児童、女性、心の健康等） 
・身体及び知的障がい者専門相談、障がい等級判定・手帳交付、

補装具（補聴器相談）、更生医療、補助犬給付等 

・相談専用ダイヤル TEL 018-831-2940(やさしいふくしの輪) 

（精神保健福祉センター） TEL 018-831-3946 

・精神保健福祉の専門相談 
・依存症関連問題相談（アルコール・薬物等） 
・思春期精神保健相談（ひきこもり本人の会・親の会等） 
・障がい等級判定・手帳交付、精神通院医療等 
・相談専用ダイヤル「こころの電話」TEL 018-831-3939 
・ひきこもり相談支援センター TEL 018-831-2525 
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（中央児童相談所） TEL 018-8２７-５２００ 

・18歳未満の子どもに関する様々な問題の専門相談機関 
・児童虐待の相談 
・養護相談、未熟児や虚弱児等の保健相談 
・肢体不自由、視聴覚障がい、言語発達障がい、知的障がい、 

自閉症、重症心身障がい等に関する相談 
・ぐ犯行為等相談（家出、乱暴、性的逸脱、深夜徘徊等、触法行為   

等に関する相談） 
・性格行動相談（内気、緘黙、反抗、家庭内暴力等） 
・しつけ相談（幼児のしつけ、児童の性教育、遊び等） 
・適性相談(進学適性、職業適性、学業不振等)不登校 

秋田県立医療療育センター 
 秋田市南ヶ丘一丁目 1-2 

TEL 018-826-2401 

FAX 018-826-2407 
総合相談・医療療育連携室 
 TEL 018-826-8031 

・子どもの発達に関する家族を含めた総合的な支援を実施 
・医療療育センターへの入所や通園等、地域の福祉サービスの 

利用、年金・手当・障がい者手帳、子育て・教育に関する相談 
・外来療育（集団指導、個別指導）、訪問療育、療育技術指導等 

秋田県発達障害者支援センター 
（ふきのとう秋田） 
 秋田市南ヶ丘一丁目 1-2 

TEL 018-826-8030 

FAX 018-826-2414 

・自閉症やアスペルガー症候群等の発達障がい児や疑いのある 

児童の教育や療育の相談 
・発達障がい者や疑いのある方の生活や就労等に関する相談 

秋田県高次脳機能障害相談・支援センター 
（秋田県立リハビリテーション・精神医療セン

ター） 

 大仙市協和上淀川字五百刈田 352 

TEL 018-８９２-３７５１ 

FAX 018-８９２-３８１６ 

・高次脳機能に障害のある方への専門的な相談や支援 

 

a-5 就労相談・支援機関 

 

ハローワーク本荘（本荘公共職業安定所）  

由利本荘市石脇字田尻野 18-1 
  TEL 22-3421／FAX 22-8640 

・障がい者の就職や採用に関する専門的な相談 
・求職登録を行い、具体的な就職活動の方法等の相談や紹介に 

より、就職の支援から就職後のアフターケアまで一貫したサービ 

スを提供  

秋田障害者職業センター  
 秋田市川尻若葉町 4-48 

TEL 018-864-3608 

FAX 018-864-3609 

・障がい者の就職に向けての相談、職業能力等の評価、職場適

応のための援助、職場復帰の支援等 

・事業主に対する障がい者の雇入れや雇用継続、職場復帰等の 

支援や雇用管理に関する助言や情報提供、事業主向けの講習 

（ジョブコーチ養成研修等）等 

由利本荘・にかほ圏域 
障害者就業・生活支援センター 
E-Support（イーサポート） 
 由利本荘市二番堰 25-1 

TEL 44-8578 
FAX 44-8579 

・障がい者の一般企業等への就職に向け、就きたい仕事の相談 

から、仕事探し、就職後の生活までの一体的な支援を関係機関と 

連携し実施 
・障がい者を雇用する事業主からの相談への対応 
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独立行政法人 
高齢・障害・求職者雇用支援機構 
秋田支部課 
 潟上市天王字上北野 4-143 
 秋田職業能力開発促進センター内 

TEL 018-872-1801 

FAX 018-873-8090 

・障害者雇用納付金の申告受付業務のほか、障害者職業生活相 

談員資格認定講習会の開催、障害者雇用納付金制度に基づく各 

種助成金事業（障害者作業施設設置等助成金、障害者介助等助 

成金など）、障害者雇用優良事業所表彰、地方アビリンピックの 

開催 

  

a-6 由利本荘市社会福祉協議会 

 

障がい者や高齢者の在宅生活を支援するために、訪問介護や配食サービスをはじめ、地域のボランティアと 

協力し、高齢者や障がい者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」やボランティア活動に関する相談や活

動先の紹介、生活資金の貸付事業など、さまざまな福祉サービスを行っています。 

区 分 所 在 地（由利本荘市以下を記載） 
電話 

ＦＡＸ 

本 所 堤脇 40-1 
23-5519 

23-5529 

本 荘 支 所 瓦谷地 1（鶴舞会館 1階） 
24-2911 

24-4470 

矢 島 支 所 矢島町城内字八森下 486-1（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ福寿荘内） 
56-2910 

56-2014 

岩 城 支 所 岩城内道川字馬道 43-1（岩城ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内） 
73-3300 

73-3301 

由 利 支 所 前郷字家岸 79-17（特別養護老人ホーム白百合苑内） 
53-2757 

53-2420 

大 内 支 所 岩谷町字日渡 100 （市役所大内総合支所内） 
65-2808 

62-1059 

東由利支所 東由利老方字台山 39（有鄰館内） 
69-2135 

69-2339 

西 目 支 所 西目町沼田字新道下 2-548 
33-2342 

33-2361 

鳥 海 支 所 鳥海町伏見字赤渋 28-1（市役所鳥海総合支所内） 
57-3288 

57-2100 
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a-7 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員 

身体に障がいのある方・知的障がい者の家庭における相談に応じ、必要な助言・援助を行うとともに、関係機

関と協力し障がい者福祉の啓発・普及活動に努めております。 

お問い合わせについては、前ページの社会福祉協議会各支所にご連絡ください。 

 

地 域 氏   名 所   属 

本 荘 今 野 ひとみ 由利本荘市社会福祉協議会 本荘支所 

矢 島 佐 藤  奈 穂 由利本荘市社会福祉協議会 矢島支所 

岩 城 工 藤 久美子 由利本荘市社会福祉協議会 岩城支所 

由 利 工 藤 理佳子 由利本荘市社会福祉協議会 由利支所 

大 内 伊 藤 信 敏 由利本荘市社会福祉協議会 大内支所 

東由利 阿 部  重 和 由利本荘市社会福祉協議会 東由利支所 

西 目 繁 野 千恵子 由利本荘市社会福祉協議会 西目支所 

鳥 海 荘 野 康 成 由利本荘市社会福祉協議会 鳥海支所 

 

a-8 民生委員・児童委員 

市内には、各区域に担当の民生委員がおり、障がいのある方や高齢者、生活に困っている方の相談に応じ、 

必要な助言・援助を行っています。また、児童委員も兼ねており、児童の健全育成についても相談を受けていま

す。 

各区域の民生委員・児童委員については福祉支援課または各総合支所市民サービス課へお問い合わせくださ

い。 

 

a-9  FAX・メール１１０番  

秋田県警では、耳や言葉の不自由な方のためにファックスやメールでの１１０番も受け付けています。 

ＦＡＸ１１０番：018-823-1110       

メール１１０番：mail_110@gaea.ocn.ne.jp 

 

a-10 NET（ネット）119  

ＮＥＴ１１９緊急通報システムは、スマートフォンなどからインターネット 

を利用して、文字による１１９番通報ができるサービスです。 

聴覚や言語機能の障がいによって音声での会話が困難な方が、いつ

でも全国どこからでも最寄りの消防本部へ、音声によらない通報をする

ことができます。利用には、登録が必要です。 

 

 お問い合わせ  

消防本部通信指令課 TEL 22-4292／FAX 23-5195 

mailto:mail_110@gaea.ocn.ne.jp
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b 障害者手帳制度について 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は、障がいの認定のほか、各種福祉制度を利用す

るために必要なものです。障害者手帳の交付を受けることで、様々なサービスを受けることができます。 

 

b-1 身体障害者手帳  

 

 対 象 者  

視覚、聴覚または平衡機能、音声機能・言語機能またはそしゃく機能、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう

または直腸、小腸、肝臓、免疫)に障がいがある方、肢体不自由の方。 

 内   容  

障がいの程度により１級から６級に該当する方が手帳の交付対象になります。また、障がいの内容等によっては再

判定が必要になる場合があります。 

 必要書類  

①診断書（県の指定した医師が診断したもの） ②写真（１年以内に撮影したもの。縦４㎝×横３㎝。上半身、脱帽） 

③申請書 ④健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報等の加入健康保

険状況が確認出来る書類 ⑤マイナンバーがわかるもの 

※所定の書類は、福祉支援課・各総合支所市民サービス課の窓口にあります。 

 各種届出  

住所・氏名を変更したとき、手帳を破損または紛失したとき、障がいの程度が変わったとき、本人が死亡したとき

は必ず届け出てください。 
 申請窓口  

福祉支援課・各総合支所市民サービス課 

 

b-2 療育手帳  

 

 対 象 者  

知的機能の障がいが概ね１８歳までにあらわれ、日常生活に特別な支援が必要であると判定された方。 

 内   容  

障がいの程度は、重度の場合の「Ａ」と、その他の場合の「Ｂ」に区分されます。 

 有効期間   

 手帳の交付後、障がいの程度を確認するため、18 歳未満の方は原則として２年ごと、18 歳以上の方は程度によ

り、５年から 10年ごとに再判定が必要となります。 

 必要書類    

①写真（１年以内に撮影したもの。縦４㎝×横３㎝。上半身、脱帽） ②申請書 ③同意書  

④日常生活等状況調査票 ⑤その他の手帳をお持ちの方はその写し ⑥マイナンバーがわかるもの 

※申請時に障がいや家庭状況等について聞き取りをします。また後日、秋田県子ども・女性・障害者相談センタ

ーにて判定検査を行います。 
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  各種届出   

住所・氏名を変更したとき、手帳を破損または紛失したとき、障がいの程度が変わったとき、本人が死亡したとき

は必ず届け出てください。 

 申請窓口   

福祉支援課・各総合支所市民サービス課 

 

b-３ 精神障害者保健福祉手帳 

 

 対 象 者   

精神疾患（てんかん、発達障害などを含む）により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方、

または精神に障がいがあると診断された方で、その精神疾患による初診から６か月以上継続している方、または障

害年金（精神）を受給している方。  
 内   容  

障がいの程度は、１級から３級に区分されます。 

 有効期間   

 手帳申請日より２年間になります。更新のためには再認定が必要になります。 

 必要書類   

①診断書または年金証書等の写し（年金は精神障がいを支給事由として受給しているものに限られます） 

②写真（１年以内に撮影したもの。縦４㎝×横３㎝。上半身、脱帽）  

③申請書 ④同意書（年金証書等にて申請の場合） ⑤マイナンバーがわかるもの 

 ※所定の書類は、福祉支援課・各総合支所市民サービス課の窓口にあります。 

 

 各種届出   

住所・氏名を変更したとき、手帳を破損または紛失したとき、障がいの程度が変わったとき、本人が死亡したとき

は必ず届け出てください。 

 申請窓口   

     福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
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ｃ 公共料金の割引制度について 

 

ｃ-1 ＪＲ旅客運賃の割引（ＪＲ各社・船舶） 
 

 対 象 者   
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。 

 内    容  

 

対象者 割引対象 割引率 備 考 

第１種障がい者と 
その介護者 

 

普通乗車券 
回数乗車券 
普通急行券 

５０％ 
私鉄線等他の鉄道会社線とまたがる場合を含みま
す。ただし、回数乗車券はＪＲ線区間単独の販売と
なります。 

第１種障がい者とその介護
者または１２歳未満の障がい
児とその介護者 

定期乗車券 
(小児定期乗
車券を除く) 

５０％ 
私鉄線等他の鉄道会社線とまたがる場合を含みま
す。小児定期旅客運賃については、割引を適用し
ません。 

第１種、第２種障がい者が単
独で乗車する場合 

普通乗車券 ５０％ 
片道１００キロを超える場合（私鉄線等他の鉄道会
社線にまたがる場合を含みます。） 

※第１種、第２種の区分は手帳に記載されています。 
※ＪＲ線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は、１枚で発売できる範囲があらかじめ決められていま
す。 
※障がい者と介護者が利用する場合は、同一区間の乗車券類を購入する必要があります。 

 お問い合わせ  

 詳細については、ご利用される各駅等へお問い合わせください。また、私鉄線等についてもＪＲに準じた割引があ

りますので、詳細は各鉄道会社へお問い合わせください。 
 

ｃ-2 由利高原鉄道運賃の割引 
 

 対 象 者   
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。 

 内    容  

 手帳を提示した場合普通運賃が半額になります。 
※障がい者手帳アプリ「ミライロ ID」の障害者手帳画面提示でも可。 

第 1種身体障がい者、第 1種知的障がい者、精神障がい者 1級の方は介護者の方も割引になります。 

※回数券､定期券､楽楽遊遊乗車券(1日フリー乗車券)等は対象外です。 

※車椅子をご利用のお客様は、事前に乗車日･乗車時間をお電話ください。 

 お問い合わせ  

 由利高原鉄道株式会社 ＴＥＬ56-2736 
 

ｃ-３ 国内航空運賃の割引 
 

 対 象 者   
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの満１２歳以上の方とその介護者１名 

 内   容  
割引率は各航空運送事業者が設定する額となります。（期間、季節、路線により異なります。） 
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 利用手続  
購入または搭乗手続きの際に手帳を提示してください。 

 お問い合わせ   
詳細は、ご利用される前に各航空会社等へお問い合わせください。 

 

ｃ-４ タクシー運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がタクシー（県内）を利用する際、手帳を 

提示すると運賃が１割引になる場合があります。 

 お問い合わせ   
詳細は、各タクシー会社にお問い合わせください。 

 

ｃ-５タクシー券交付（重度身体障がい者（児）移送費給付事業） 
 

 対 象 者   

由利本荘市内に住所を有し、身体障害者手帳をお持ちの在宅の方で、視覚、平衡機能、下肢、体幹、乳幼児期 

以前の非進行性の脳病変による運動機能（移動機能）または内部機能に障がいのある方で総合等級３級以上の方。 

 内  容    

利用者に対し小型タクシー利用料金の一部（基本料金）を助成するため、タクシー券を交付します。 
（手続きは毎年度必要になります。） 

※１月当たり２枚相当分：例）４月申請の場合２４枚、５月申請の場合２２枚 

 必要書類    

①身体障害者手帳 

 申請窓口    

福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 

ｃ-６ 市コミュニティバス運賃の無料化 
 
 対 象 者    
由利本荘市内に住所を有し、次に該当する方で、「無料利用者証」の交付を受けた方。 
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者

証をお持ちの方。 

・生活保護を受けている方、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方、児童養護施設･障害児入

所施設・児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターにおいて

養護等を受けている方。 
無料対象バス  

本荘地域の循環バス、子吉線及び由利本荘市内を運行するコミュニティバス 

※羽後交通の路線バスは対象外 

 必要書類   
 上記「対象者」であることを証明する手帳など 

 申請窓口  

 地域づくり推進課 TEL 24-6378、各総合支所市民サービス課（矢島：55-4951 岩城：73-2011 

 由利：５３－２１１２ 大内：65-2211 東由利：69-2110 西目：33-4610 鳥海：57-2201） 

 

ｃ-７ 一般バス運賃の割引 

 

 対 象 者   

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。 
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 内  容  

 路線によっては対象者が異なる場合がありますので、各事業所へお問い合わせください。 

対象者 等 級 適用者 割引率 備   考 

身体障がい者 手帳第１種 
本人及び 
介護者１名 

普通運賃５割 
通勤定期券３割   

・普通運賃または小児運賃は 
 降車時、通勤定期券は購入時に 
 手帳を提示してください。 
・通勤定期券運賃の割引は中学生 
 以上（大人料金）に限ります。 
・通学定期券には障がい者割引は 
 ありません。 

知的障がい者 療育手帳Ａ 

身体障がい者 手帳第２種 

本 人 知的障がい者 療育手帳Ｂ 

精神障がい者 手帳所持 

 

 お問い合わせ  

 羽後交通株式会社  TEL 0182-32-4151（代表） 

 

ｃ-８ 有料道路（高速道路）の割引 

 

 対 象 者   

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方。 

 内   容   

 

適用範囲 障がいの程度 自動車の範囲 割引率 

障がい者本人が運転する場合 全ての身体障がい者 
本人または生計を一にする人が所有
する乗用車等 

５０％ 
介護者が運転する場合 
 （障がい者本人が同乗） 

第１種身体障がい者 
療育手帳Ａの方 

 
本人、生計を一にする人が所有する
乗用車または常時介護する人が所有
する乗用車等 
 

 ※割賦購入または長期リース以外で、車両が法人名義の場合や事業用車両の場合は対象外。 

 有効期限   

・新規、変更の場合：手続終了日以降、２回目の誕生日まで 

・更新の場合：手続終了日以降、３回目の誕生日まで 
期限２か月前から期限の前日までの間に手続可 

 利用方法   

・ＥＴＣを使う場合：有料道路事業者への登録が完了した後、ＥＴＣノンストップ走行時に割引が適用           

されます。（登録が済むまでの間は有人処理にて割引） 

 ・有人処理の場合 ：料金支払い時に手帳を提示します。 

 利用手続   
事前に福祉支援課または各総合支所市民サービス課で有料道路減免申請の手続が必要です。 

なお、割引は障がい者１人につき自動車１台に限ります。 

 必要書類   

 ①身体障害者手帳または療育手帳  ②利用自動車の車検証 ③運転される方の運転免許証（新規のみ） 

 ④ＥＴＣカード及びＥＴＣ車載器セットアップ証明書（ＥＴＣ利用の場合） 

 申請窓口    

福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
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ｃ-９  市内施設の使用料等の割引 

 

 対 象 者   

・身体障害者手帳をお持ちの方と付添介護者１名（第１種または小学生以下の手帳所持） 

・療育手帳をお持ちの方と付添介護者１名 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と付添介護者１名（１級、２級または小学生以下の手帳所持） 

 内  容  

 対象者が下記の施設を利用する場合は、使用料等または入館料等を割引しています。 
※対象使用料等は、対象者が個人で利用する場合に限ります。 

 

              対象施設 使用料等 施設℡ 

 

 

 

 

 文 

 

 化 

 

 施 

 

 設 

 

 

 

 

 

伝統文化等保存伝習施設｢東光館｣ 

展示室 
入館料免除 

23-2882 
伝統文化等保存伝習施設｢東光館｣  

陶芸室 

使用料 5割減額 

(消耗品実費除く) 

 

由利本荘市本荘郷土資料館 

 

企画展入館料 

免 除 

24-3570 

 

矢島郷土文化保存伝習施設 

 

56-2203 

 

由利本荘市大内歴史民俗資料館 

 

65-2210 

 

亀田城佐藤八十八美術館 

 

入館料免除 

 (特別展示除く) 
74-2500 

 

由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館 

 

使用料 5割減額 ７４-9070 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大手門温水プール「遊泳館」 

 

 

 

 

 

 

 

     使用料免除 

    

 

24-0134 

由利本荘市本荘プール 
74-8038 

(スポーツ振興課) 

由利本荘アリーナ 

（ナイスアリーナ） 
22-0001 

 

由利本荘市東由利プール 

 

69-211５ 

（東由利産業建設課） 

由利本荘市Ｂ&Ｇ由利海洋センタープール 53-3166 

プ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム 
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由利本荘市Ｂ&Ｇ大内海洋センタープール 

 

 

 

 

 

 

 

   使用料免除 

65-3583 

(7月上旬～8月末) 

由利本荘市Ｂ&Ｇ西目海洋センタープール 33-4128 

由利本荘市Ｂ&Ｇ由利海洋センター 

トレーニングルーム 
53-3166 

ぽぽろ健康運動公園総合体育館 

トレーニングルーム 
62-0500 

 
由利本荘市東由利健康増進センター 

トレーニングルーム 
 69-３６０９ 

 

芋川桜づつみパークゴルフ場   24-4811 

新鶴潟公園パークゴルフ場 

 

 

 

 

使用料免除 

（用具使用料除く) 

73-3664 

(岩城総合体育館事務室) 

八塩いこいの森パークゴルフ場 69-2332 

由利本荘市鳥海高原子供の国 

パークゴルフ場 
55-2044 

大内多目的広場 

(グラウンドゴルフに使用する場合) 

62-1126 

(ぽぽろっこ) 

 

 

 

西目カントリーパーク多目的広場 使用料免除 ３３-４４４０ 

 

 お問い合わせ  

上記対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

プ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム 
多
目
的 
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ｄ 税金、受信料の減免その他料金の割引について 

 

ｄ-１ 所得税・住民税に関する所得控除 

 

 対 象 者  

 障がい者が所得税・住民税の納税者本人または納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合に控除が受け 

られます。 

 内    容  
 

区 分 障がいの程度 所得税控除額 住民税控除額 

障害者控除 
身体障がい ３～６級 
知的障がい Ｂ 
精神障がい ２～３級 

２７万円 ２６万円 

特別障害者控除（別居） 
身体障がい １～２級 
知的障がい Ａ 
精神障がい １級 

４０万円 ３０万円 

同居特別障害者控除 
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶

養親族で、同居を常況としている方 
７５万円 ５３万円 

 

※障がい者の年間所得金額が１３５万円以下の場合は住民税が課税されません。 

 

 

 お問い合わせ    
所得税：本荘税務署 TEL 22-2335／住民税：税務課 

 
 

ｄ-2 NHK受信料の減免 

 

対象者・内容  

 

対 象 半額免除 （障がい者の方が世帯主） 全額免除（障がい者の方が世帯構成員） 

身体障がい者 視覚・聴覚障がい者または手帳１～２級所持者 

手 帳 所 持 者 が お り 、 世 帯 構 成 員              

全員が住民税非課税 
知的障がい者 重度の知的障がい者（手帳Ａ判定の方） 

精神障がい者 重度の精神障がい者（手帳１級所持者） 

※福祉支援課・各総合支所市民サービス課で減免申請の手続きを行ってください。 

 

 申請窓口   
 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 

 お問い合わせ   
ＮＨＫ秋田放送局 TEL 018-825-8171 
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ｄ-３ CATV利用料の減免 
由利本荘市ＣＡＴＶ利用料の減免制度もあります。（ＣＡＴＶセンターにお問い合わせください。） 

 お問い合わせ  
由利本荘市ＣＡＴＶセンター TEL 65-3722 

 

ｄ-4 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免  
令和元年１０月から、従来の自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が創設さ

れ、従来の自動車税が自動車税種別割に改められましたが、減免の基準に変更はありません。 
 
 対 象 者   
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、次の等級に該当する方。 
 内  容  

 

障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 家族や介護者が運転する場合 

視覚障がい １級から４級までの各級 １級から４級までの各級 

聴覚障がい ２級及び３級 ２級及び３級 

平衡機能障がい ３級 ３級 

音声機能障がい 

（喉頭摘出者に限る。） 
３級  

上肢不自由 １級及び２級 １級及び２級 

下肢不自由 １級から６級までの各級 

１級から３級までの各級 

体幹不自由 １級から３級までの各級及び５級 

乳幼児期以前の非進行

性脳病変による運動機

能障がい 

上肢 

機能 

１級及び２級 

（一上肢のみの運動機能障がいを除

く） 

１級及び２級 

(一上肢のみの運動機能障がいを除

く) 

移動 

機能 

１級から６級までの各級 １級から３級（３級の場合、一下肢の

みの運動機能障がいを除く) 

心臓機能障がい 

１級及び３級 

１級及び３級 

じん臓機能障がい 

呼吸器機能障がい 

小腸機能障がい 

ぼうこうまたは直腸の 

機能障がい 
１級、３級及び４級 

ヒト免疫不全ウイルス 

による免疫機能障がい 
１級から３級までの各級 １級から３級までの各級 

肝臓機能障がい １級から３級までの各級 １級から３級までの各級 
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知的障がい者 Ａ Ａ 

精神障がい者 １級 １級 

 

 減免を受けることができる自動車  

自動車の所有者 運転者 使用目的 

身体障がい者 

（18歳未満の場合は同居 

家族の所有でも可） 

身体障がい者本人 日常生活等 

身体障がい者と生計を一にする方 身体障がい者の通学・通院・通所等 

身体障がい者を常時介護する方 

障がい者のみで構成される世帯に属

する身体障がい者の通学・通院・通

所等 

知的、精神障がい者 
（同居家族の所有でも可） 

知的、精神障がい者本人 日常生活等 

知的、精神障がい者と生計を一にする方 知的、精神障がい者の通学・通院・通所等 

知的、精神障がい者を常時介護する方 
障がい者のみで構成される世帯に属
する知的、精神障がい者の通学・通
院・通所等 

 
※減免を受けることができる自動車は、障がい者１人につき１台です。 

 

 

 利用手続   

 ①減免申請する年度の４月１日午前０時現在で所有している自動車で減免を受ける方 

  その年度の自動車税種別割の納期限まで必要書類を提出してください。 

 ②初めて減免を受ける方（これから自動車を取得する方）  

  申請を行う際に、「自動車税（環境性能割・種別割）申告書」または「軽自動車税環境性能割申告書」 とともに

「必要書類」を提出してください。 

登録手続きを販売店等に依頼している場合は、減免申請も同時に行いたい旨を、必ずその担当者にお伝えくだ

さい。このときに手続きをしないと、その年度は減免を受けることができません。 

【提出先】自動車：自動車会議所申告窓口  軽自動車：軽自動車検査協会秋田事務所内申告窓口 

 必要書類   

 ①減免申請書 ②障害者手帳 ③運転免許証 ④自動車検査証  
 ⑤生計同一証明書（生計を一にする家族の方が運転する場合）、常時介護証明書（常時介護する方が運転する

場合）等 

 ※⑤の証明申請は福祉支援課または各総合支所市民サービス課となります。 

 ※生計同一証明書の申請の際は②③④が必要となります。 

 ※常時介護証明書の申請の際は、常時介護（１年以上継続して週３日程度以上、身体障がい者等のために自動

車の運転を行っているか（見込みがあるか））を確認する書類が必要になりますので、事前にお問い合わせくださ

い。 

 申請窓口   

 提出先：総合県税事務所由利支所 TEL 23-4105 
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ｄ-5 軽自動車税（種別割）の減免 
 

 対 象 者   

 自動車税に同じ。（等級表参照） 

 利用手続    
 軽自動車税（種別割）の減免申請は、その年度の軽自動車税納期限の１週間前までに税務課に必要書類を提出

してください（事前にお問い合わせ願います）。 

 なお、通学・通院・通所等のため家族の方が運転する場合は、「生計同一証明書」が必要になる場合があります。 

 また、同居家族以外で常時介護する方が運転する場合は「常時介護証明書」が必要になりますので、事前に交付

を受ける必要があります。証明書の発行機関等は自動車税と同じです。 

 必要書類   
 ①減免申請書 ②障害者手帳 ③運転免許証 ④自動車検査証 ⑤軽自動車税納税通知書 

 ⑥生計同一証明書または常時介護証明書（必要に応じて） ⑦車両所有者のマイナンバーがわかるもの 

 申請窓口   

 申請手続 ：税務課 

 証明書関係：福祉支援課・各総合支所市民サービス課 

※減免は、障がい者１人につき１台です。 

   同一年度で軽自動車税の減免を受けた場合は、自動車税の減免を受けることが出来ません。 

 

ｄ-６ 相続税に関する控除 
 

 対 象 者   

     相続税については、相続人が８５歳未満で障がい者の場合に、障がいの重さに応じて障がい者控除が受けられ

ます。詳細は、税務署へお問い合わせください。 

 お問い合わせ   

 本荘税務署 TEL 22-2335 
 

ｄ-7 携帯電話料金の割引 
 

 対 象 者   

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、携帯電話の障がい者割引が受けられ

ます。詳細は、携帯電話の各販売店窓口で確認してください。 

 

ｄ-8 駐車禁止除外指定 

 

 対 象 者   

身体障害者手帳をお持ちの方で視覚障がい（１～４級の１）、聴覚障がい（２～３級）、平衡機能障がい（３級）、上

肢機能障がい（１～２級の２）、下肢機能障がい（１～４級）、体幹機能障がい（１～３級）、乳幼児期以前の非進行性

の脳病変による運動機能障がいの上肢機能障がい（１～２級（一上肢のみの場合を除く））、同移動機能障がい（１

～４級）または内部機能（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能）障がい（１～３級）に該当する方、療育手帳Ａに該当する方、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する方。 

 内  容   

駐車禁止規制がある道路において、移動に困難が伴い、やむを得ず駐車する必要があると見込まれる場合、駐

車禁止除外指定を申請し許可標章の交付を受けることで駐車が可能となります。 

 必要書類   

 ①申請書 ②障害者手帳 
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 申請窓口   

最寄りの警察署交通課（由利本荘警察署 TEL 23-4111） 

 

ｄ-9 障害者等用駐車区画利用制度 

 
 対 象 者  

    身体障害者手帳をお持ちの方で視覚障がい（１～４級）、聴覚障がい（２～３級）、平衡機能障がい（３級、５級）、

上肢不自由（１～２級）、下肢不自由（１～６級）、体幹不自由（１～３級、５級）、乳幼児期以前の非進行性脳病変によ

る運動機能障がいの上肢機能障がい（１～２級）、同移動機能障がい（１～６級）、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうま

たは直腸・小腸機能障がい（１級、３～４級）、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障がい（１～４級）に該当

する方、療育手帳Ａをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方、特定医療費（指定難病）・小児慢

性特定疾患医療受給者、介護保険要介護１～５に該当する方、妊娠７か月～産後３か月までの方、けが等により一

時的に移動に配慮が必要な方。 

 内  容   

公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」が利用できる「利用証」を発行する制度で

す。利用できる駐車区画は、県のホームページ等で公開されています。 

 必要書類   

 ①申請書 ②障害者手帳など対象要件等を確認できるものの写し  

 ※代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書の写し（運転免許証、マイナンバーカード等）が必要です。 

 ※申請書の様式は、県のホームページからもダウンロードできます。 

 

 申請窓口   

 ・秋田県健康福祉部障害福祉課 TEL 018-860-13３２ 

 ・由利地域振興局福祉環境部 TEL 22-4120 
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e手当・年金・共済制度について 

e-1 特別児童扶養手当 

 

 対 象 者   

身体または精神に重度または中度程度の障がいを持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする２０

歳未満の児童を監護する父または母もしくは父母にかわってその児童を養育している方。 

ただし、児童が施設に入所している場合、児童が障がいを事由として年金を受給している場合、児童の保護者

等の所得が一定限度額を超えている場合は支給されません。 

 内  容   

1級（重度）月額 58,450円 （令和８年４月現在） 

２級(中度）月額 38,930円 （令和８年４月現在） 

※４か月分をまとめ４、８、１１月の年３回の支払いとなります。 

※手帳等級の基準とは異なります。 

※障がいの状態に応じた有期認定（診断書の再提出が必要）となります。 

 必要書類   

 ①認定請求書 ②診断書（特別児童扶養手当用） ③障害者手帳（お持ちの方） ④戸籍謄本 

 ⑤住民票謄本（世帯全員のもの） ⑥振込先口座申出書他 
 各種届出   

 毎年、所得の確認（現況届）の提出が必要です。 

 また、住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、施設に入所したとき、児童または保護者等が

死亡したときは届出が必要になります。 

 申請窓口   

 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 

e-2 障害児福祉手当 
 

 対 象 者   

   身体または精神に著しく重度の障がいを持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の２０歳

未満の児童（概ね身体障害者手帳１級程度、療育手帳の最重度程度またはこれらと同程度の疾病、精神障がい

を有する方）。 

ただし、児童が施設に入所している場合、保護者等の所得が一定限度額を超えている場合は支給されません。 
 内  容   

   手当月額 16,560円 （令和８年４月現在） 

  ※３か月分をまとめ５、８、１１、２月の年４回支払いとなります。 

  ※障がいの状態に応じた有期認定（診断書の再提出が必要）となります。 

 必要書類   

 ①認定請求書 ②所得状況届 ③診断書（障害児福祉手当用） ④障害者手帳（お持ちの方）  

 ⑤児童名義の預金通帳の写し等 

 各種届出   

   毎年、所得の確認（現況届）の提出が必要です。 

   また、住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、本人が死亡したとき、施設に入所したときは  

届出が必要になります。 

 申請窓口   

 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
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e-３ 特別障害者手当 

 

 対 象 者   

身体または精神に著しく重度の障がいが重複する場合、またはそれと同程度の障がいの状態で、日常生活にお 

いて常時特別の介護を必要とする在宅の２０歳以上の方。 

ただし、施設に入所している方、病院・診療所に３か月以上入院している方、本人または扶養義務者の所得が一 

定限度額を超えている場合は支給されません。 

 内  容  

手当月額 30,450円 （令和８年４月現在） 
※３か月分をまとめ５、８、１１、２月の年４回支払いとなります。 

※障がいの状態に応じ有期認定となる場合があります。 

 

 必要書類   

①認定請求書 ②所得状況届 ③診断書（特別障害者手当用） ④障害者手帳（お持ちの方） 

⑤本人名義の預金通帳の写し ⑥年金受給がわかる書類（年金証書、振込通知書等） 等 
 各種届出   

毎年、所得の確認（現況届）の提出が必要です。 

住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、本人が死亡したとき、施設に入所したとき、入院が３ 

か月を超えたときは届出が必要になります。 

 申請窓口   

福祉支援課・各総合支所市民サービス課 

 

e-4 障害基礎年金 

 

 対 象 者   

・国民年金加入中（もしくは日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満の方で年金制度に加入していない期間）

に障がいの原因となった病気やケガの初診日がある方で保険料納付済期間（保険料免除期間を含む。) が加入

期間の３分の２以上ある方。ただし、初診日に６５歳未満の場合は、特例として、初診日の属する月の前々月までの

直近１年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。 

・２０歳未満のときに初診日がある方が、障がいの状態にあって２０歳に達したとき、または２０歳に達した後に障が

いの状態となったとき。 

 障がいの程度   

１級：国民年金法で定める障害等級表の１級に該当する場合  

２級：国民年金法で定める障害等級表の２級に該当する場合  

   ※身体障害者手帳等の等級や基準とは異なります。  
 内  容   

１級：69歳以下の方・・・年額 1,059,125円＋子の加算（令和８年４月現在） 

   70歳以上の方・・・年額 1,056,125円＋子の加算 

２級：69歳以下の方・・・年額  847,300円+子の加算（令和８年４月現在） 

70歳以上の方・・・年額  844,900円＋子の加算 

 ※所得制限があります。 
※１８歳到達年度の末日までにある子（障がい者は２０歳未満）がいる場合は、子の人数によって加算が行われま

す。詳細は、申請窓口へお問い合わせください。 

※加算額 １人目・２人目（年額）243,800円 

        ３人目以降  （年額） 81,300円 
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 必要書類   

①基礎年金番号通知または年金手帳 ②裁定請求書 ③診断書 ④病歴・就労状況等申立書  

⑤障害者手帳（お持ちの方） ⑥戸籍謄本（子の加算がある場合） ⑦預金通帳の写し  

⑧マイナンバーがわかるもの 

 お問い合わせ   

医療保険課、本荘年金事務所 TEL 24-1111 

 

 

e-5 障害厚生年金 
 

 対 象 者   

 障がいの原因となった病気やケガの初診日において厚生年金の被保険者であった方で障害基礎年金の同様な 

要件を満たしている方。 

 障がいの状態が２級に該当しない軽い程度のときは、３級の障害厚生年金に該当する場合があります。 

 内  容   

 年金額は障がいの程度及び報酬比例によって異なります。詳細は年金事務所にご確認ください。 

 

 お問い合わせ   

 本荘年金事務所 TEL 24-1111 

 

 

e-6 特別障害給付金制度 
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国 

民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、福祉的措置として創設された制度です。 

 

 対 象 者   

・平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生。 

・昭和６１年３月以前に国民年金任意加入対象であった被用者（厚生年金、共済組合等の加入者）の配偶者であ

って、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金１級、２級相当の障がいに該当

する方。ただし、６５歳に達する日の前日までに請求する必要があります。 

 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給する事ができる方は対象になりません。 

 内  容   

障害基礎年金１級相当に該当する方：月額 58,650円 （令和８年度） 

障害基礎年金２級相当に該当する方：月額 46,920円 （令和８年度） 

  ※所得制限があります。 

  ※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。  

  ※経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。 

 お問い合わせ   

 医療保険課、本荘年金事務所 TEL 24-1111 

 

e-7 心身障害者扶養共済制度 
障がいのある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づいて、保護者が生存中に毎月一

定の掛金を納付することにより、保護者に万が一のことがあったとき（死亡または重度障がいになったとき）に、残さ

れた障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。 
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 対 象 者    

①知的障がい者 

②身体障害者手帳１～３級の方 

③精神または身体に永続的な障がい（精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）がある方

で、①または②と同程度と認められる方 

 加入できる保護者   

・加入年度の４月１日時点の年齢が６５歳未満であること。 

・特別の疾病または障がいがなく健康な状態であること。 

 

 給 付 額   

 １口加入者 月額２０，０００円、２口加入者 月額４０，０００円 

 

 共済掛金  

 

加入時の年齢 掛金月額 加入時の年齢 掛金月額 

３５歳未満 ９，３００円 ５０歳以上５５歳未満 １８，８００円 

３５歳以上４０歳未満 １１，４００円 ５５歳以上６０歳未満 ２０，７００円 

４０歳以上４５歳未満 １４，３００円 ６０歳以上６５歳未満 ２３，３００円 

４５歳以上５０歳未満 １７，３００円   

 
 掛金の減免  
 

区  分 減免割合 

生活保護受給者 １００％免除 

市町村民税非課税世帯 ５０％減免 

市町村民税が均等割のみの世帯 ３０％減免 

加入日から２０年経過かつ 
加入者が４月１日時点で満６５歳である年度に達した場合 １００％免除 

 

 申請窓口   

  由利地域振興局福祉環境部 TEL 22-4120 
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ｆ 医療制度について 

 

ｆ-１ 自立支援医療（更生医療）の給付 
 

 対 象 者   
 １８歳以上の身体上の障がいを有する方で、確実な治療効果が期待できる方。 
 対象障がい・疾患   
 肢体不自由、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、内部機能（心臓、じん臓、小腸、肝臓機能に限
る。)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい。 
 内  容   
 指定医療機関における治療に要する医療費を給付。 

 自己負担を原則定率１割負担とし、各医療保険制度を適用した残りの医療費を公費負担します。なお、所得状況

に応じ月額負担上限額が設定されます。 
 

 必要書類   
 ①申請書 ②医学的意見書 ③身体障害者手帳 ④健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータ 

ルの健康保険資格情報等の加入健康保険状況が確認出来る書類（同一保険加入者全員分） 
 ⑤年金証書、年金振込通知書等（障害年金等を受給されている方）  
 ⑥マイナンバーがわかるもの 
 

 申請窓口   
 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 
 

ｆ-2 自立支援医療（精神通院医療）の給付 
 
 対 象 者   

    次の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にある方。 
 対象障がい・疾患    
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患。 

 内  容   
 指定医療機関における治療に要する医療費を給付。 
 自己負担を原則定率１割負担とし、各医療保険制度を適用した残りの医療費を公費負担します。なお、所得状況
に応じ月額負担上限額が設定されます。 
 必要書類   
 ①申請書 ②診断書 ③同意書 ④健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資 
格情報等の加入健康保険状況が確認出来る書類（同一保険加入者全員分） 
 ⑤年金証書、年金振込通知書等（障害年金等を受給されている方）   
 ⑥マイナンバーがわかるもの 
 申請窓口   
 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 
 

f-3 自立支援医療（育成医療）の給付 
 

 対 象 者   
    １８歳未満で、身体上の障がいを有するかまたは現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認めら

れる児童で、確実な治療効果が期待できる方。 
 対象障がい・疾患    
 肢体不自由、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、内部機能（心臓、じん臓、小腸及び肝臓機能の障

がい以外は先天性のものに限る。)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい。 
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 内  容    
 指定医療機関における治療に要する医療費を給付。 
 自己負担を原則定率１割負担とし、各医療保険制度を適用した残りの医療費を公費負担します。なお、所得状況

に応じ月額負担上限額が設定されます。 
 必要書類   
 ①申請書 ②意見書（育成医療用） ③健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険

資格情報等の加入健康保険状況が確認出来る書類（同一保険加入者全員分） ④マイナンバーがわかるもの 
 申請窓口   
 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 
 

ｆ-4 福祉医療制度（マルフク） 
 

 対 象 者  

 次に該当する方に対して、保険診療の医療費自己負担分を助成します。（入院中の食事に係る負担分等を除

く。） 

 ・身体障害者手帳１～３級所持者または療育手帳Ａ所持者（社会保険の本人のみ所得制限あり。） 

 ・身体障害者手帳４～６級所持者で６５歳以上の方（所得制限あり。社会保険の本人は非該当。） 

 ・精神障害者保健福祉手帳１級所持者で自立支援医療（精神通院医療）支給認定されている方（※精神病床へ

の入院費用は、助成対象外となります。社会保険の本人のみ所得制限があります。） 

 必要書類   

①身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 ②健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、

マイナポータルの健康保険資格情報等の加入健康保険状況が確認出来る書類 

③自立支援医療受給者証（精神障害者保健福祉手帳所持者） 

 

 申請窓口   

 医療保険課・各総合支所市民サービス課 

 

 

ｆ-5 特定医療費（指定難病）の給付 

 

 内  容   

   指定されている３４８疾病（令和８年４月現在）により医療を受けている方で、県が指定した医療機関において保

険診療を受けた場合に、自己負担の軽減を受けられます。 

  ※詳しい疾病については、難病情報センターのホームページよりご確認ください。 

 必要書類   
 ①申請書 ②臨床調査個人票（指定医作成） ③支給認定世帯員記載用紙 ④世帯全員の住民票 

 ⑤健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報等の加入健康保険状況が 

確認出来る書類 ⑥住民税所得課税証明書  

 ※⑤、⑥は加入医療保険により提出内容が異なります。 

 ※このほか、該当する方のみ必要な書類もありますので、詳しくは秋田県のホームページ等をご確認ください。 

 申請窓口・お問い合わせ   
 秋田県由利本荘保健所 TEL 22-4122 
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ｆ-6 小児慢性特定疾病医療費の給付 

 

 内  容   

 下記の１６疾患群（８０１疾病）（令和８年４月現在）により医療を受けている１８歳未満の児童で、県が指定した医

療機関において保険診療を受けた場合に、自己負担の軽減を受けられます。 

※詳しい疾病については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページよりご確認ください。 

 

１ 悪性新生物 ７ 糖尿病 13 
染色体または遺伝子に変化を
伴う症候群 

２ 慢性腎疾患 ８ 先天性代謝異常 14 皮膚疾患群 

３ 慢性呼吸器疾患 ９ 血液疾患 15 骨系統疾患 

４ 慢性心疾患 10 免疫疾患 16 脈管系疾患 

５ 内分泌疾患 11 神経・筋疾患  成長ホルモン治療 

６ 膠原病 12 慢性消化器疾患   

 

 必要書類   

 ①申請書 ②医療意見書（診断書）③世帯全員の住民票 ④マイナンバー記載用紙  

 ⑤住民税所得(非)課税証明書 ⑥健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格 

情報等の加入健康保険状況が確認出来る書類の写し ⑦同意書（研究利用） 

※このほか、該当する方のみ必要となる書類もありますので、詳しくは秋田県のホームページ等をご確認くださ

い。 

 

 申請窓口・お問い合わせ    

秋田県由利本荘保健所 TEL 22-4122 
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ｇ 障害福祉サービス・障害児通所支援について 

 

ｇ-１ 要件及び手続き等 
 

 対 象 者   

 身体障害者手帳、療育手帳（障害者更生相談所や児童相談所で知的障がいの判定を受けている方も対象）また

は精神障害者保健福祉手帳（診断書等により精神障がい者の診断を受けている方も対象）をお持ちの方、自立支

援医療（精神通院医療）、精神障がいを事由とする年金、特別児童扶養手当等を受給している方。 

 平成２５年４月から、難病等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものに

よる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者）の方もサービスの利用が出来ます。 

 

 利用方法等   

  サービスの利用申請後、調査、審査及び判定を受ける必要があります。その結果、利用者の意向や医師または

児童相談所等の意見を踏まえ、障害支援区分やサービスの支給が決定され、受給者証が交付されます。（認定結

果等により利用できるサービスが決まります。）その後、利用者がサービス事業者と契約しサービスの利用が始ま

ります。（「２．利用の流れ」参照） 

※障がい者であっても介護保険のサービスを利用できる方は、介護保険制度によるサービスを優先して利用し

ていただくことになります。ただし、介護保険に相当するサービスがない障がい福祉に固有のサービスについては、

障がい福祉制度をご利用いただけます。 

※障害支援区分や各サービスには有効期間があり更新手続きが必要になります。 

 

 利用者負担   

 所得（負担能力）に応じて負担上限月額が設定されます。負担能力に応じて設定される負担上限月額よりもサー

ビス費用の１割相当額の方が低い場合には、当該１割相当額を負担していただきます。 

（令和８年４月現在） 

 

■所得を判断する際の世帯範囲 

種   別 世帯の範囲 

１８歳以上の障がい者（入所する１８、１９歳を除く） 障がいのある方とその配偶者  

障がい児（施設に入所する１８、１９歳を含む） 保護者の属する住民基本台帳での世帯 

 

■利用者負担上限月額（介護給付費、訓練等給付費、障がい児通所給付費） 

区 分 負担上限月額 要   件 

生活保護 ０円 
生活保護受給世帯 

低所得１ ０円 
市町村民税非課税世帯で年間収入８０万円以下 
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低所得２ ０円 市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない場合 

一 般 １ 
９，３００円 

(障がい児は４，６００円) 

市町村民税課税世帯 

所得割１６万円未満（障がい児は２８万円未満） 

一 般 ２ ３７，２００円 
上記以外（２０歳以上の施設入所者、グループホーム・ケアホーム

入居者、宿泊型自立訓練利用者で、課税世帯の場合は「一般２」） 

 

■利用者負担上限月額（療養介護医療費、肢体不自由児通所医療費） 

区 分 負担上限月額 要   件 

生活保護 ０円 生活保護受給世帯 

低所得１ １５，０００円 市町村民税非課税世帯で年間収入８０万円以下 

低所得２ ２４，６００円 市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない場合 

一   般 

（１・２） 
４０，２００円 市町村民税課税世帯 

  

 

■利用者負担の軽減 

医療型個別減免 

・２０歳以上の療養介護利用者で低所得１・２世帯の場合、一定額が手元に残る 

よう、利用者負担額が軽減されます。 

・２０歳未満の療養介護の利用者の場合、一定額が手元に残るよう負担限度額 

を設定し、限度額を上回る額については減免されます。 

※医療型児童発達支援は対象外となります。 

補足給付費 

・２０歳以上の入所施設利用者で生活保護、低所得１・２世帯の場合、一定額が 

手元に残るよう、食費・光熱水費の負担軽減があります。 

・２０歳未満の入所施設利用者の場合、負担上限月額の区分に応じて一定額が 

手元に残るよう、食費・光熱水費の負担軽減があります。 

・グループホーム利用者で生活保護、低所得１・２世帯の場合、家賃を対象とし 

て月額１万円を上限に補足給付が行われます。 

高額障害福祉サービス等 

給付費 

同じ世帯の中で障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合等で、利

用者負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されま

す。 
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新高額障害福祉サービス費 

65 歳に達する前５年間にわたり介護保険相当障害福祉サービスを利用して

いた方が、介護保険サービス（障害福祉サービスに相当するもの）に移行した

際、低所得、障害支援区分２以上、65歳まで介護保険サービスの利用がなかっ

たなどの要件を満たした場合に、介護保険の利用者負担を軽減するため、新高

額サービス等給付費が支給されます。 

多子軽減措置 

障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上

の乳幼児が幼稚園等に通い、または障害児通所支援を利用する場合に、多子

軽減措置が適用となります。 

食事提供体制加算 

通所施設利用者で生活保護、低所得１・２、一般１世帯の場合、食材料費のみ

の負担となるよう食費負担の軽減があります。（事業所の食事提供体制により

異なります。） 

生活保護移行防止 

負担軽減をしても、定率負担や食費等の負担により、生活保護の対象となる

場合は、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額及び食費等実費負

担を引き下げます。 

 ※毎年、所得区分の見直し（世帯・収入等状況の申告）が必要になります。 

 

 必要書類  

［障害福祉サービス］ 

  ①介護給付費等支給申請書 ②世帯状況・収入等申告書 ③障害者手帳 

④自立支援医療(精神通院医療)受給者証 ⑤年金受給がわかる書類（年金証書等） 

⑥手当等受給がわかる書類（証書等） ⑦計画相談支援給付支給申請書 ⑧計画相談支援依頼届出書  

⑨サービス等利用計画案 等 

 

［障害児通所支援］ 

  ①障害児通所支援支給申請書 ②世帯収入状況申告書 ③障害者手帳 ④健康保険資格確認書、資格情報 

のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報等の加入健康保険状況が確認出来る書類 

  ⑤手当等受給がわかる書類（証書等） ⑥障害児相談支援支給申請書 ⑦障害児相談支援依頼届出書 

  ⑧障害児支援利用計画案 ⑨すこやか療育支援事業支給申請書 

 

 申請窓口   

 福祉支援課 
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ｇ-2 利用の流れ 

 

１．相談・申請手続 

市役所や相談支援事業所にサービスの利用等についてご相談くだ

さい。申請する際は、所定書類をご用意のうえ市役所へ提出していた

だきます。 

                   ※相談支援事業所（特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所） 

                      市の指定を受けた事業所で、相談支援専門員がサービス利用に係る相談、 

情報提供、申請手続きの支援、サービス等利用計画案または障がい児支援 

利用計画案(以下「利用計画案」という。)等の作成、利用期間のモニタリング等 

を行います。                           

２ ．利用計画案の作  

成依頼 

相談支援事業所に利用計画案の作成を依頼していただきます。 

相談支援専門員は、申請者（ご本人またはご家族等）のサービス内

容や利用の意向等を確認し利用計画案の作成を進めます。 

 

 

３．障害支援区分の 

認定調査 

認定調査員が申請者と面接し、心身の状況や生活環境等の調査を

行い、後日調査結果に基づいて一次判定を行います。 

 

 

４．審査・二次判定 

  支援区分の認定 

一次判定結果を踏まえ、自立支援審査会（月１回開催）による審査・

判定（二次判定）が行われ、判定結果に基づき障害支援区分（区分１

～６）が認定されます。（申請したサービス内容によっては、判定、区分

認定を行わないものがあります。） 

 

 

５．利用計画案の提出 
相談支援事業所が作成した利用計画案の内容を確認し、所定書類

とともに市役所へ提出していただきます。 

 

 

６．支給決定 

  受給者証の交付 

障害支援区分や利用計画案等をもとにサービス支給量が決定され、

支給決定通知書と受給者証が交付されます。 
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７ ．利用計画の提出  

サービスの契約 

支給決定をもとに相談支援事業所が利用計画（本計画）を作成しま

すので、内容を確認のうえ市役所へ提出していただきます。また、希望

するサービス提供事業所と利用に関する契約を締結していただきま

す。 

 

 

８．サービスの開始 

  モニタリング 

契約をもとにサービスの利用が開始となります。サービス利用料は事

業者にお支払いいただきます。サービス利用期間中は、相談支援専門

員が利用状況の確認等（モニタリング）を行います。 

※サービス等の変更や期間の更新をするときは申請手続きが必要です。 

  ※上記は一般的な流れの事例であり、利用するサービスに応じ異なる流れの場合（他の調査が必要な 

  場合、二次判定を省略する場合など）があります。 

 

ｇ-3 サービスの内容 

 

介護給付（訪問系サービス）  

   在宅で利用する訪問サービス （★印：由利本荘市内に事業所があるサービス） 

種 類 主なサービス内容 区分・支給要件等 

★居宅介護 

居宅における入浴、排せつ、食事等の身体

介護、また調理、洗濯等の家事援助等、生活

全般にわたる援助サービス。 

区分１以上。（身体介護を伴う通院等介

助は区分２以上。障がい児は相応の心身

状態にある場合。） 

★重度訪問介護 

重度の肢体不自由者（１８歳以上）等を対

象とした、居宅における入浴や食事、排せつ

等の介護から外出時の移動中の介護等を総

合的に行うほか、病院等への入院中に意思

疎通ほか必要な支援を行うサービス。 

区分４以上（入院中の利用は区分６以

上）で、二肢以上に麻痺があり、調査項目

のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいず

れも「できる」以外と認定される場合。 

★同行援護 

視覚障がいにより移動が困難な方を対象

に、外出時に同行し必要な情報提供や援護

を行うサービス。 

同行援護アセスメント調査で視力障が

い、視野障がい、夜盲のいずれか１点以上

かつ移動障がいが１点以上の場合。 

★行動援護 

知的・精神障がいにより行動が困難で常に

介護を要する方が行動する時に、危険を回避

するために必要な援助、外出時の移動中の

介護等を行うサービス。 

区分３以上で、調査項目のうち行動関

連項目の合計点数が 10点以上の場合。 

★短期入所 

 （ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、

短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、

食事の介護等を行うサービス。 

区分１以上。児童は厚生労働大臣が定

める区分１以上。  



30 

 

重度障害者等包

括支援 

重度の障がいがあり意思疎通が困難な方

で、四肢麻痺や寝たきり状態にある方または

知的・精神障がいにより著しい行動障がいが

ある方に対し、各種サービスを包括的に行う

サービス。 

 

区分６で四肢麻痺及び寝たきり状態に

あり、かつ人工呼吸器管理を行う身体障

がい者、最重度知的障がい者の方または

行動関連項目が 10 点以上の場合。（障が

い児は相応の心身状態にある場合。） 

 

介護給付／訓練等給付（日中活動系サービス） 

入所または通所施設等で昼間の活動を支援するサービス 

（★印：由利本荘市内に事業所があるサービス） 

種 類 主なサービス内容 区分・支給要件等 

★療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、医療機

関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及

び日常生活の世話を行うサービス。 

・支援区分６で気管切開を伴う人工呼吸 

器による呼吸管理を行っている方・区分５ 

以上で、進行性筋萎縮症に罹患している 

方 

・重度心身障がい者 

・医療的ケアの判定スコアが１６点以上の  

方 

・支援区分の認定調査項目のうち行動関 

連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以 

上である方等 

★生活介護 

常に介護を必要とする方に、施設で昼間、

入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、

創作的活動または生産活動の機会の提供を

行うサービス。 

・施設入所者は支援区分４以上。 

（５０歳以上は区分３以上。） 

・在宅者は支援区分３以上。 

（５０歳以上は区分２以上。） 

自立訓練 

（機能訓練） 

一定期間、通所または居宅への訪問により

身体機能または生活能力の維持向上のため

に必要なリハビリ等の訓練や相談助言等を

行うサービス。 

入所施設・病院を退所・退院した方また

は特別支援学校を卒業した方で、リハビリ

の継続や身体機能の維持または回復を目

的とした訓練が必要な場合等。 

自立訓練 

（生活訓練） 

宿泊型自立訓練 

一定期間、通所または宿泊により生活能力

の維持向上のために必要な訓練や相談助言

等を行うサービス。 

入所施設・病院を退所・退院した方また

は特別支援学校を卒業した方で、生活能

力の維持または向上を目的に訓練が必要

な場合。 

★就労移行支援 

就労を希望する方で、一般雇用が可能と

見込まれる方を対象に、一定期間、生産活動

や職場体験等の就労に必要な知識や能力の

向上のための訓練、求職活動の支援等を行

うサービス。 

 

就労希望の方で、単独就労が困難なた

め、知識や技術習得、就労先の紹介等の

支援が必要な６５歳未満の方等。 
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就労選択支援 

障がい者本人が就労先・働き方についてよ

り良い選択ができるよう、就労アセスメントの

手法を活用して、本人の希望、就労能力や適

性等に合った選択を支援するサービス。 

 新たに就労継続支援 B 型を利用する意

向のある方（令和９年４月以降は就労継続

支援A型を利用する意向のある方及び就

労移行支援における標準利用期間を超え

て利用する方も対象）。 

★就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般雇用が困難な方に、就労や生産活動

の機会を提供し、知識や能力の向上を支援

するサービス。 

・Ａ型－雇用型（６５歳未満） 

 

・Ｂ型－非雇用型 

Ａ型 就労移行支援を利用した方または

特別支援学校を卒業した方で、就職活動

をした方で、雇用に結びつかなかった方。 

 

Ｂ型  Ａ型同様に雇用に結びつかなかっ

た場合やＢ型の利用が適当と判断された

場合。また前記に該当しない方で、５０歳

以上の方または障害基礎年金１級受給の

方等。 

就労定着支援 

就労移行支援等を経て就労した方の就労

の継続を図るため、関係機関との調整や、相

談助言等を行うサービス。 

生活介護、自立訓練、就労移行支援ま

たは就労継続支援の利用を経て新規に一

般雇用され、継続して６か月就労している

方。 

自立生活援助 

居宅で自立した生活を送る方に、定期的な

巡回や随時の訪問等により、必要な情報提

供や関係機関との調整、相談助言等を行う

サービス。 

居住系サービス等を利用していた方、

一人暮らしやそれと同等の状態にあって

環境や心身の状態等の変化により自立し

た地域生活の継続が困難な方。 

 

 

介護給付／訓練等給付（居住系サービス） 

入所施設等で住まいの場として支援するサービス 

（★印：由利本荘市内に事業所があるサービス） 

種 類 主なサービス内容 区分・支給要件等 

★施設入所支援 施設入所者に、夜間や休日、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行うサービス。 

生活介護を受け、区分４以上の場合 

（５０歳以上は区分３以上）。 

 自立訓練または就労移行支援を受ける

ことが通所では困難な場合等。 

 

★共同生活援助 

 （ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談

や日常生活上の援助、入浴、排せつ、食事の

介護等を行うサービス。 

 

 

－ 
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地域相談支援給付／計画相談支援給付  

地域生活やサービス利用に関する相談等の支援を行うサービス 

  （★印：由利本荘市内に事業所があるサービス） 

種 類 主なサービス内容 区分・支給要件等 

★地域移行支援 

施設や病院に入所・入院している障がい者

に対し、住居の確保や地域生活への移行準

備に関する相談等を行うサービス。 

障害者支援施設等に入所している障が

い者及び精神科病院に入院している精神

障がい者。 

★地域定着支援 

施設・病院からの退所・退院や単身生活に

移行した障がい者に対し、夜間や緊急時の連

絡・相談体制の確保等を行うサービス。 

施設・病院からの退所・退院、家族との

同居から一人暮らしに移行した方、地域生

活が不安定な方等。 

★計画相談支援 

障害福祉サービスや地域相談支援の利用

者に係るサービス等利用計画の作成とサー

ビス提供事業者等との連絡調整を行うサー

ビス。 

障害福祉サービスや地域相談支援を申

請した障がい者または障がい児等。 

 

 

障害児通所支援給付  

通所施設等で障がい児の発達支援や見守りを行うサービス 

（★印：由利本荘市内に事業所があるサービス） 

種 類 主なサービス内容 区分・支給要件等 

★児童発達支援 

児童発達支援センター等の施設において、

日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活への適応訓練を行

うサービス。 

 

 

療育の観点から集団療育及び個別療育

を行う必要があると認められる未就学の

障がい児。 

★放課後等 

デイサービス 

就学している障がい児に対し、放課後また

は休業日に児童発達支援センター等の施設

において、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会との交流促進等を行うサービス。 

 

 

学校教育法に規定する学校（幼稚園・大

学を除く）に就学しており、授業の終了後

または休業日に支援が必要と認められる

障がい児。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

居宅に訪問して、通所型の児童発達支援、

放課後等デイサービスと同様のサービスを行

う。 

重度の障害等の状態にある障害児。（身

体障害者手帳１・２級相当、療育手帳重度

相当、精神障害者保健福祉手帳１級相当、

人工呼吸器装着など日常的に医療を必要

とする状態にある場合、重い疾病のため感

染症にかかる恐れがあり外出困難な場

合）。 
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★保育所等 

訪問支援 

保育所やその他児童が集団生活を営む施

設等に訪問し、その施設の障がい児以外の

児童との集団生活への適応のための専門的

な支援を行うサービス。 

 

保育所その他の児童が集団生活を営む

施設に通う障がい児であって、当該施設

を訪問し、専門的な支援が必要と認められ

る障がい児。 

 

 

 障害児相談支援給付  

  障害児通所支援の利用に関する相談等の支援を行うサービス 

(★印：由利本荘市内に事業所があるサービス) 

種 類 主なサービス内容 区分・支給要件等 

★障害児 

相談支援 

障害児通所支援の利用者に係る障害児支

援利用計画の作成と支援施設等との連絡調

整を行うサービス。 

障害児通所支援を申請した障がい児

等。 

 

 

 

すこやか療育支援事業  

 児童発達支援等を利用する際の利用者負担などの半額を助成する制度。 

 対 象 者   
 児童発達支援または医療型児童発達支援（以下「児童発達支援等」という。）の利用者。 
 助成内容    
  ①サービス利用に係る利用者負担額 ②サービス利用に係る食費 
  ※利用者負担上限額の軽減等の適用を受ける場合は、適用後の利用者負担額の半額までを助成。また、食費

の軽減措置を受ける場合は、軽減後の食費の半額を助成。 

※所得制限があります。 
 必要書類   
 希望者は児童発達支援等の申請手続きの際に申請書を提出。 
 申請窓口・お問い合わせ    
 福祉支援課 
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ｇ-4 サービス提供事業所等（市内） 
 

障がい福祉サービス事業所   

名 称 連絡先 提供サービス等 

由利本荘市社会福祉協議会訪問介護事業所 24-３６３４ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

ニチイケアセンター本荘 27-1850 居宅介護、重度訪問介護          

ほのぼのヘルパーステーション 28-0007 居宅介護、重度訪問介護               

株式会社虹の街 本荘営業所 24-6052 居宅介護、重度訪問介護        

あまさぎ訪問介護事業所 62-5015 居宅介護、重度訪問介護 

ヘルパーステーション寧（ねい） 23-4725 居宅介護、重度訪問介護 

エノン訪問介護事業所 74-7474 居宅介護、重度訪問介護 

訪問介護ステーションほっと 74-3163 居宅介護、重度訪問介護 

ＳＯＭＰＯケア由利本荘訪問介護 28-0671 居宅介護 

ヘルパーステーションぽぽろ 22-6500 居宅介護 

鳥寿苑居宅介護事業所 57-2561 居宅介護 

鳥寿苑訪問介護事業所 尾崎出張所 74-8074 居宅介護 

訪問介護わかば 74-5207 居宅介護 

秋田県心身障害者コロニー 33-2255 生活介護、施設入所支援、短期入所、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

障害者支援施設「はまなす園」 73-3447 生活介護、施設入所支援、短期入所、就労継続支援Ｂ型 

水林新生園 23-3575 生活介護、共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

国立病院機構あきた病院 73-2002 療養介護、短期入所（重症心身障がい児者等） 

障害者自立支援センター「和」 24-0753 短期入所、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 
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由利本荘地域生活支援センター 25-7077 生活介護 

障がい者支援事業所 逢い 24-1109 生活介護、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

障がい者支援事業所 ぽぽろの家 65-2827 生活介護 

グループホーム ぽぽろの家 44-8567 共同生活援助 

アルメリアの里 44-8970 生活介護（共生型）、短期入所（共生型） 

職業訓練スクール 22-5328 就労移行支援 

就労支援センター ホリデー 22-2883 就労継続支援Ａ型 

はまなす会 ゆうゆう 33-3005 就労継続支援Ｂ型 

特定非営利活動法人あゆみの会 62-0511 就労継続支援Ｂ型 

自立支援センターほのぼの岩城 74-7666 就労継続支援Ｂ型 

自立支援センターほのぼの本荘 24-1155 就労継続支援Ｂ型 

Ｌｅａｄ本荘 74-6515 就労継続支援Ｂ型 

障がい者支援事業所 集いの家 74-8266 就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型事業所 ささのこ 74-3341 就労継続支援Ｂ型 

障がい者支援事業所 くるみの里 74-3983 就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型事業所 ルフラン ７４-６２６１ 就労継続支援Ｂ型 

グループホーム くるみの家 74-7506 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

Workわく絆 23-3188 就労継続支援Ｂ型・就労移行支援（多機能型）、短期入所（共生型） 

グループホームきずな 23-3188 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）※日中支援型 

特定非営利活動法人根分け会 ２３-７５８９ 就労継続支援Ｂ型 

わかばホーム：Well being 山ノ神 74-6745 共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

サポートベース ブルーミー 23-8880 生活介護 

デイサービス｢わかば｣ 74-7626 生活介護（共生型） 

由利本荘市社会福祉協議会通所介護事業所さつき苑 67-2195 生活介護（共生型） 

由利本荘市社会福祉協議会通所介護事業所高台苑 65-2053 生活介護（共生型） 
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由利本荘市社会福祉協議会矢島通所介護事業所 56-2910 生活介護（共生型） 

デイサービスゆりちゃん 53-2100 生活介護（共生型） 

 ※上記は由利本荘市内の事業所及び提供サービスです。他市町村における事業所やサービスについては、  

福祉支援課または相談支援事業所へお問い合わせ願います。 

 

 

障がい児通所支援  ※市内に対象事業所が少ないため、近隣（秋田市）の提供事業所も掲載しています。 

名 称 連絡先 提供サービス等 

のびのび 0184-25-7077 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

ぐんぐん 0184-74-8020 放課後等デイサービス 

はなえみ学舎 090-1064-0684 放課後等デイサービス 

はなえみ学舎 あすか 090-1064-0684 放課後等デイサービス 

はなえみ学舎 みくらまちキャンパス 090-1064-0684 放課後等デイサービス 

はなえみ学舎 あみこ 070-1506-6193 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

はなえみ学舎 みなみ 090-1064-0684 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

ポノ 0184-44-8951 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

サポートベース ブルーミー 0184-23-8880 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

秋田県立医療療育センター（秋田市） 018-826-2401 児童発達支援 

たけのこ（秋田市） 018-853-8848 放課後等デイサービス 

オリブ園／インクル（秋田市） 018-828-7750 児童発達支援／放課後等デイサービス 

 

相談支援事業所  

名 称 連絡先 提供サービス等 

由利本荘地域生活支援センター 

相談支援事業所 
74-７１６０ 

特定相談支援（計画相談支援）、障がい児相談支援、 

一般相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 

障害者自立支援センター「和」 24-0753 特定相談支援（計画相談支援） 

水林新生園 23-3575 特定相談支援（計画相談支援）、障がい児相談支援 

ほのぼの本荘相談支援事業所 ２４-1155 特定相談支援（計画相談支援）、障がい児相談支援 

相談支援事業所ほっと 74-3163 特定相談支援（計画相談支援）、障がい児相談支援 
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相談支援事業所はなび 74-5281 特定相談支援（計画相談支援）、障がい児相談支援 

エノン相談支援事業所 74-3235 特定相談支援（計画相談支援） 

 

 

 

ｈ 補装具費支給事業について 

 

h-1 補装具費支給事業 
 

 内  容   

   補装具は、体の失われた部分や思うように動かすことができないなど障がいのある部分を補う用具です。日常生

活や仕事をしやすくするために、必要な補装具を購入、修理、借受けする際の費用を支給します。 

 用具の種類    

   

障がいの等級や内容によって対象となる補装具が異なります。 

肢体不自由  
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助杖、 

重度障がい者用意思伝達装置 

視覚障がい 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障がい 補聴器 

障がい児 座位保持装置いす、起立保持具、頭部保持具、排便装置 

 ※ 補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定めれらています。  
 ※ 介護保険被保険者等は介護保険制度の利用（貸与）が優先されます。 

 利用者負担   
所定の基準額の１割負担。基準額を超過した分は利用者負担となります。 
（所得状況に応じて月額負担上限額が決められます。） 

 必要書類   
①申請書 ②医師意見書 ③指定業者処方箋 ④見積書 ⑤身体障害者手帳 他 

 

 申請窓口   

福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
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i地域生活支援事業について  

 

i-1 相談支援事業 
障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や障がい福祉サービスの利用支

援、権利擁護のために必要な援助等を行います。 

相談窓口は P.２の a-2「障がい者基幹相談支援センター」、a-3「委託相談窓口」をご覧ください。 

 

 お問い合わせ   

福祉支援課 

 

i-2 コミュニケーション事業 
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思

疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記を行う方の派遣を行います。 

詳しくは福祉支援課へお問い合わせください。 

 

 お問い合わせ   

福祉支援課 

 

i-3 移動支援事業 
 

 内  容   

屋外での移動が困難な障がい者等を対象に、外出（社会参加等）の個別支援を行います。タクシーや福祉車両

による移動用務は１日２回以内、またガイドヘルパーの派遣は１日の範囲内で用務を終えるものが対象です。 

 

 対 象 者   

 ・身体障害者手帳の視覚障がい１～２級の方、全身性障がい者の方及び上下肢機能１～２級で車いすを常時利 

用されている方。 

 ・療育手帳Ａの方または精神障害者保健福祉手帳１級の方のうち、要件を満たす方。 

 事 業 所  

［ガイドヘルパーの派遣］ 

・由利本荘市社会福祉協議会   TEL P.４参照 

［福祉車両］ 

・光タクシー                  TEL 22-1111 

・ヘルパーステーション寧      TEL 23-4725 

・訪問介護わかば           TEL 74-5207 

・丸モ介護タクシー          TEL ０９０-４３１８-１１５３ 

 利用者負担   

所定費用の原則１割負担。基準額を超過した分は利用者負担となります。 

 必要書類   

①申請書 ②障害者手帳 

 お問い合わせ   

福祉支援課 
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i-4 日常生活用具給付事業 
在宅の重度身体障がい者等に対し、日常生活の便宜を図るとともに、福祉の増進に資するため日常生活用具の

給付または貸与を行います。 

 難病等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が

厚生労働大臣が定める程度である者）の方もサービスの利用ができます。 
 
 対 象 者   
 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、難病等の方。 
 内  容   
 障がいの等級や内容によって給付できる用具が異なります。 

 

介護・訓練支援用具 
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換機、移動用リフト、 

訓練いす（児のみ）、訓練用ベット（児のみ） 

自立生活支援用具 

入浴補助用具、便器、頭部保護帽、Ｔ字状･棒状のつえ、移動･移乗支援用具、 

特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、 

歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用室内信号装置 

在宅療養等支援用具 

動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、透析液加温器、 

 ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、 

 酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計 

情報･意思疎通支援用具 

 携帯用会話補助装置、情報･通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、 

 点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、 

 視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者拡大読書器、盲人用時計、 

 聴覚障がい者用通信装置、視覚障がい者用ワードプロセッサー（共同利用）、 

 聴覚障がい者用情報受信装置、視覚障がい者用音声ＩＣタグレコーダー、 

 福祉電話（貸与）、ファックス（貸与）、点字図書、人工喉頭、 

 人工内耳体外部装置（スピーチプロセッサ、電池等） 

排泄管理支援用具 ストーマ用品等、紙おむつ等、収尿器 

居宅生活動作補助用具 

住宅改修関係 

※介護保険被保険者等は介護保険制度等の利用（貸与・支給等）が優先されます。 
  

 利用者負担  

所定の基準額の１割負担。基準額を超過した分は利用者負担となります。 
 ※所得状況に応じて月額負担上限額が決められます。 

 必要書類   
 ①申請書 ②見積書 ③障害者手帳 他 

 お問い合わせ   

 福祉支援課 
 

i-5 地域活動支援センター事業 
障がいのある方が通い、創作的活動や生産活動等の機会の提供、また日常生活、社会生活等を営むための支

援を受けることができます。 
 対 象 者   
 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療（精神通院医療）を受けている方及び発達障がい児（者）と
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認められた方。 
 事 業 所  
  ・障害者自立支援センター「和」           TEL 24-0753 

  ・障害者自立支援センター くるみの里     TEL 74-3983 
  ・障がい者支援事業所 あゆみ           TEL 62-0511 

・NPO法人 アートリンクうちのあかり      TEL 018-838-4711 

  ・特定非営利活動法人 逢い 虹いろ学級   TEL 24-1109 

 利用者負担   
 各事業所規定の料金になります。 
 必要書類   
 ①申請書 ②障害者手帳 
 お問い合わせ   
 福祉支援課 

 

 

i-6 訪問入浴サービス事業 

入浴車により在宅で入浴サービスを提供します。 
 

 対 象 者  
 ６５歳未満の重度障がい者で、在宅での一般入浴または通所での入浴が困難な方。 

 （介護保険被保険者は介護保険でのサービスが優先となります。） 

 事 業 所  

・由利本荘市社会福祉協議会訪問入浴介護事業所   TEL 24-3634 

・（株）虹の街 本荘営業所                   TEL 24-6052 

・ＫＴ合同会社そらばす訪問入浴介護事業所       TEL ４４-８１２６ 

 利用者負担   

 所定費用の原則１割負担。 

 ※生計中心者の所得税が非課税の世帯については、無料。 

 必要書類   

 ①申請書 ②診断書 ③誓約書 ④障害者手帳 
 お問い合わせ   

 福祉支援課 

 

i-7 日中一時支援事業 
就労等のため障がい児者を監護できない場合等に日中の一時的な見守りを行い、障がい者等の家族を支援しま

す。 

 種類・事業所                       
［日中一時支援事業］ 

・ＮＰＯ法人 逢い 

・秋田県心身障害者コロニー 

・金浦療護園 

・柳田新生寮 

・若竹学園 
・高清水園                       

・ささのこ             

 

TEL 24-1109 

TEL 33-2255 

TEL 38-4123 

TEL 018-835-3371 

TEL 018-838-0607 
ＴＥＬ ０１８-８８９-８３６０ 

ＴＥＬ 74-3341 

［日中一時支援（特別支援学校等児童生徒放課後生活支援）事業］ 

・水林新生園 

 

TEL 23-3575 



41 

 

 対 象 者   

［日中一時支援事業］ 

 障害者手帳をお持ちの方で、日中において監護する者がいないため、一時的な見守り支援が必要と認められた

方。 
［日中一時支援（特別支援学校等児童生徒放課後生活支援）事業］ 

 支援学校または小・中学校特別支援学級に在学する児童生徒で、放課後において保護者等が就労のため監護

できず、放課後の一時的な見守り支援が必要と認められた方。 

 利用者負担   

 障害支援区分等に応じた所定費用の原則１割負担。基準額を超過した分は利用者負担となります。 

 ※所得状況に応じて月額負担上限額が決められます。 
 必要書類   

 ①申請書 ②障害者手帳 他 

 お問い合わせ   

 福祉支援課 

 

i-8 言語発達支援事業 
聴覚や言語発達に障がいのある児童、発達障がいの児童に対し、「児童発達支援・放課後等デイサービス事業所

のびのび」において、秋田市のオリブ園から派遣された言語聴覚士による言語発達訓練を行います。 

 

  対 象 者  

 障害児通所サービス（児童発達支援、放課後等デイサービス）を利用している児童 

 利用者負担   

 障害児通所サービスの利用料 

 必要書類   

 ①申請書 ②通所受給者証の写し ③障害者手帳 他 

 お問い合わせ   

 福祉支援課 

 

i-9 社会参加促進事業 

《自動車改造費助成事業》 

 重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の走行装置及び駆動装置等の一部を改

造する経費を助成し、社会復帰の促進を図ります。 

 対 象 者   

 重度の上下肢または体幹機能障がい（１～２級）の方で、就職等に伴い自らが車を所有し運転する方。 

 ※所得制限があります。 

 助 成 額  

 ７万円以内 

 必要書類  

 ①申請書 ②同意書 ③障害者手帳 ④運転免許証 ⑤車検証 ⑥改造経費見積書 ⑦改造箇所写真 ⑧印鑑 

 お問い合わせ  
 福祉支援課 
 
《自動車運転免許取得費助成事業》 

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。 

 （県公安委員会が行う身障者運転適格審査の結果、適格と認められ条件を付された方） 

 対 象 者  
 身体障害者手帳をお持ちの肢体不自由者（４級以上）、聴覚障がい者または療育手帳をお持ちの方で、 
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免許取得（６か月以内）により就労が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められる方。 

 助 成 額  

 ８万円以内 
 ※ただし、訓練期間中に免許の取得ができないための補講に要する費用及び本人の意志により中断した場合は

本人負担となります。 

 必要書類  

 ①申請書・自動車学校証明書 ②障害者手帳 ③運転免許証 ④印鑑 

  申請窓口    

 福祉支援課 

 

《声の広報等発行事業》 

文字による情報入手が困難な障がい者のために、市広報紙「ゆりほんじょう」の内容をＣＤ－Ｒ等に収録した「声

の広報」（月１回）を無料で提供します。 

 お問い合わせ   

 福祉支援課 

 

《奉仕員養成事業》 

視覚及び聴覚障がいがある方の交流活動の促進等を図るため、手話奉仕員、要約筆記奉仕員、朗読奉仕員の

養成を行っています。手話奉仕員は、５月から 11月にかけて入門課程と基礎課程の講座を開催。要約筆記奉仕員

は、７月から９月にかけて基礎課程と応用課程の講座を開催。朗読奉仕員は、由利本荘市こえの会で講座を行っ

ています。 
 お問い合わせ   

 福祉支援課 

 

i-10 生活支援事業 

 

《福祉機器リサイクル事業》 

 不要になった福祉機器（特殊ベッド、車イス）を必要とする方にあっせん、貸与し、日常生活の支援を図ります。 

 お問い合わせ   

 由利本荘市社会福祉協議会（本荘支所）TEL 24-2911 

 

 

jその他の障がい者支援制度等について  

 

j-1 福祉住宅整備資金融資あっせん制度 
高齢者や障がい者の在宅生活を支援するため、福祉住宅整備資金融資あっせん制度を設けています。 

これは、市と契約した市内金融機関が融資希望者に資金を貸し付け、５％以内の償還利子を市が負担する制度

です。（市が資金を直接貸し付ける制度ではありません） 

 

 対 象 者   

 あっせん対象者は、次に該当する方または高齢者等と同居する方。 

（市内に居住し、市税・介護保険料・保育料等を滞納していないこと、また、整備資金の償還能力を有していること

が条件となります。） 
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 ・６５歳以上の高齢者。 

 ・障害者手帳を所持している方。 

 ・母子及び父子家庭の１８歳未満の児童。 

 住宅整備要件   

 対象者の在宅生活のために住宅の増改築が真に必要であること。 

 （維持補修的な住宅改修は対象外になります。） 

 あっせん金額   

 工事見積額以内で１万円単位（上限１００万円） 

 償還・利子補給   

 融資実行の翌月から７年以内の毎月元金均等償還（最長８４か月）。 

 融資利率のうち５％以内の償還利子を市が負担します。 

 （５％を超える利率部分はあっせん対象者の負担となります。） 

 連帯保証人   

 原則として市内に住所を有する連帯保証人１名が必要です。 

 工事着工・融資実行   

 申請に基づいて、市が融資あっせんを決定した後に着工すること。 

 工事完了後、金融機関との契約に基づき、毎月５日に融資を実行します。 

 また、実行には市が行う完成検査に合格していることが条件となります。 

 ※審査・支払いまで、おおよそ３か月程度を要します。 

 

 必要書類等   

 ①申請書 ②所得証明書 ③納税証明書 ④印鑑証明書（②～④は申請者・連帯保証人） 

 ⑤工事見積書 ⑥福祉住宅整備計画平面図 他 

 対象金融機関   

 秋田銀行、北都銀行、山形銀行、きらやか銀行、羽後信用金庫、東北労働金庫、 

 秋田しんせい農業協同組合の市内各支店 

 お問い合わせ   

 福祉支援課 

 

j-2 生活福祉資金貸付制度 
低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済

的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的

としています。 

 

 対 象 者  

低所得世帯 
 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活に必要な資金の融通を

他から受けることが困難と認められる方。 

障がい者世帯  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が属する世帯。 

高齢者世帯  ６５歳以上の高齢者の属する世帯。 
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 貸付金の種類   

 対象世帯の状況、使途等により利用できる資金が異なります。詳細は、社会福祉協議会へお問い合わせくださ

い。 

種 別 貸付上限額 償還期限 対象者 

総合支援資金 生活支援費 月額 20万円以内 最長 10年以内 低所得世帯 

住宅入居費 40万円以内 最長 10年以内 低所得世帯 

一時生活再建費 60万円以内 最長 10年以内 低所得世帯 

福祉資金 福祉費 資金目的に応じ 

50万円～580万円 

資金目的に応じ 

3年～20年以内 

低所得世帯、障がい者世帯、

高齢者世帯 

緊急小口資金 10万円以内 12月内 低所得世帯、障がい者世帯、

高齢者世帯 

教育支援資金 教育支援費 学校種別に応じ月額 
3万 5千円～6万 5千円以

内 

20年以内 低所得世帯 

就学支度費 50万円以内 要相談 低所得世帯 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型生 

活資金 

 

建物・土地の評価額の７割を

標準として貸付け。 

月額 30万円以内 

契約終了後 3 か

月以内 

高齢者世帯 

要保護世帯向け 

不動産担保型生 

活資金 

居住用不動産の７割を標準

として貸付。貸付基本額は保

護の実施機関が定めた額 

要相談 高齢者世帯 

 

 連帯保証人   

 原則として市内に住所を有する連帯保証人１名が必要です。ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付けを受

けることができます。 

 

 貸付利率  

総合支援資金、福祉資金 

 

 連帯保証人を立てる場合  無利子 

 連帯保証人を立てない場合  年１．５％ 

緊急小口資金、教育支援資金  無利子 

不動産担保型生活資金、要保護世帯向

け不動産担保型生活資金 

 年３．０％または毎年４月１日時点の長期プライムレートのいずれか

低い方 

 

 償還方法等   

 ・元金、利子等の口座振替による月賦償還。 

 ・ゆうちょ銀行、秋田銀行、北都銀行、農林中金のみの利用。 

 ・約束期間に償還できなかった場合、残元金に対し延滞利子（年１０．７５％）が日割加算。 
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 お問い合わせ   

由利本荘市社会福祉協議会及び各支所 

 （必要に応じ、民生委員、社会福祉協議会、関係機関の相談支援を受けていただくことがあります。） 

 

j-3 交通事故による障がい者支援制度 

《交通遺児等貸付》 

育成資金の無利子貸し付けを受けることができます。 

 対 象 者       

自動車事故により保護者が死亡または重度の後遺障害が残った生活困窮家庭の児童（中学生まで）。 

 お問い合わせ   

独立行政法人自動車事故対策機構（通称：ナスバ）秋田支所 

〒010-0962 秋田市八橋大畑 2-12-53 秋田県自動車会館 3F 

TEL 018-863-5875 

 

《介護料の支給》 

介護料の支給を受けることができます。 

 対 象 者  

自動車事故により神経系統の機能、精神、または胸腹部臓器に重度の後遺障害が残った方で、日常生活にお

いて常時または随時の介護が必要な方。 

 お問い合わせ   

独立行政法人自動車事故対策機構（通称：ナスバ）秋田支所 

〒010-0962 秋田市八橋大畑 2-12-53 秋田県自動車会館 3F 

TEL 018-863-5875 

 

j-4 人工透析通院交通費助成事業 
人工透析の治療を継続的に受ける必要がある方に、通院距離に応じて通院費用の一部を助成し費用負担の軽

減を図ります。 

 対 象 者   
 市内に住所を有し、自宅から人工透析の治療のために週２回以上医療機関に通院する方。ただし、国民年金の

障害基礎年金における所得制限額を超える所得（3,704,001 円、扶養者１人につき 380,000 円をプラス）があ

る場合は対象外。 
 内  容   
 ・対象通院距離及び助成月額（令和８年４月現在） 

  ５㎞以上 ～ １０㎞未満  月額 ２，０００円 
 １０㎞以上 ～ ２０㎞未満  月額 ３，０００円 
 ２０㎞以上 ～ ３０㎞未満  月額 ４，０００円 
 ３０㎞以上 ～       月額 ５，０００円 

 ・支給月は７月、１０月、１月、４月の年４回 
 必要書類   
 ①申請書 ②医師意見書 ③振込口座の通帳 
 申請窓口   
 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 

j-5 障がい者通所交通費助成事業 
身体機能または生活能力の維持・向上等を図るために、定期的に施設や事業所に通所する障がい者の交通費

の一部を助成し費用負担の軽減を図ります。 
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 対 象 者  
 市内に住所を有し、自宅から公共交通機関を利用し、定期的に障害福祉サービス事業所または地域活動支援セ
ンターに通所する方。ただし、月の通所予定日数の半数以上継続して通所しない場合、他の交通費等の助成（事

業所等の送迎を含む）を受けている場合は対象外。 
 内  容    
 ・対象通所距離及び助成月額（令和８年４月現在） 
  
  
  
  

 １０㎞未満           月額 ２，０００円 
 １０㎞以上 ～ ２０㎞未満  月額 ３，０００円 
 ２０㎞以上 ～ ３０㎞未満  月額 ４，０００円 
 ３０㎞以上 ～       月額 ５，０００円 

 ・支給月は７月、１０月、１月、４月の年４回 

 必要書類   
 ①申請書 ②振込口座の通帳 ※請求時には、事業所からの通所証明書が必要となります。 
 申請窓口    
 福祉支援課 
 

j-6 難聴児補聴器購入費等助成事業 
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対し、補聴器購入または修理費用の一部を助成します。 

 

 対 象 者   
 市内に住所を有し、一側耳の聴力レベルが原則３０デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象にならない１８歳

未満の児童であり、補聴器の装用により言語習得等の一定効果が期待できると医師が判断した方。（医師が認め

た場合は３０デシベル未満でも可） 
※所得制限があります。 

 内  容   
 補聴器購入または修理に要する費用について、基準額の２／３以内で助成 
 ※電池交換および付属品の単体での購入は助成対象外 
 必要書類   
 ①申請書 ②医師意見書（購入の場合のみ） ③見積書 
 申請窓口   
 福祉支援課 

 

j-7 視覚障がい者等用電子白杖購入費助成事業 
視覚障がい児者に対し、電子白杖購入費用の一部を助成します。 

 

 対 象 者    
 市内に住所を有し、視覚障がいに係る身体障害者手帳の等級が原則１～２級の方で、電子白杖の適切な使用方

法及び管理等ができると認められる方。 
 ※所得制限があります。 
 内  容    
 電子白杖本体及び付属品の購入経費から補装具費における盲人安全杖の支給対象経費を控除した金額の１／

３の額と１万円を比較し小さい方の額。 
 ※他制度の助成が受けられる場合は、他制度が優先となります。 
 必要書類   
 ①申請書 ②見積書 ③適切な使用・管理に係る証明書 等 
 申請窓口    
 福祉支援課 
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j-8 ヘルプマーク・ヘルプカード 
ヘルプマークは、援助や配慮を必要としている方が、周囲に支援や援助を必要としていることを知らせることが

できるマークです。 
 ヘルプカードは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載したカードを所持し、日常生活の中で、困った時に、周

囲に障害への理解や支援を求めるためのものです。 
 対 象 者   
 義足や人工関節を使用している方､心臓疾患等の内部障害や難病の方､発達障害の方､妊娠初期の方など 
 申請窓口   
 福祉支援課・各総合支所市民サービス課 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k障がい児の就学支援について  

 

k-1 就学・教育相談等について 
発育や発達の様子が気になる幼児や児童生徒の教育や就学についての相談受付け、情報提供を行います。 

 

名 称 TEL  
 
 
  
 
 
        
 

 

由利本荘市教育委員会 学校教育課  
 
さくら教室（幼児通級指導教室） 

32-13１0 
 
   3３-３７４１ 

特別支援教育地域支援センター（本荘東小学校内） 22-3558 

特別支援教育相談ルーム（岩谷小学校内） 65-2220 

秋田県中央教育事務所由利出張所（特別支援担当） 22-3673 

秋田県総合教育センター 特別支援教育班 018-873-7215 
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k-2 特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室 

 

名 称 対応する障がい・症状 TEL 

秋田県立視覚支援学校（秋田市） 視覚障がい及び重複障がい 018-889-8571 

秋田県立聴覚支援学校（秋田市） 聴覚障がい及び重複障がい 018-889-8572 

秋田県立秋田きらり支援学校（秋田市） 肢体不自由及び病弱 018-889-8573 

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校（秋田市） 知的障がい及び発達障がい 018-862-8583 

秋田県立栗田支援学校（秋田市） 知的障がい及び重複障がい 018-828-1162 

秋田県立支援学校天王みどり学園（潟上市） 知的障がい及び重複障がい 018-870-4611 

秋田県立大曲支援学校（大仙市） 知的障がい及び重複障がい 0187-68-4123 

秋田県立横手支援学校（横手市） 知的障がい及び重複障がい 0182-33-4166 

秋田県立ゆり支援学校（由利本荘市） 知的障がい及び重複障がい 27-2630 

本荘東小学校通級指導教室 

言葉の遅れ、学習障がい、自閉症 

注意欠陥多動性障がい、情緒障が

い 

22-3558 

矢島小学校通級指導教室 
学習障がい、注意欠陥多動性障 

がい、自閉症、情緒障がい 
56-2069 

本荘北中学校通級指導教室 
学習障がい、注意欠陥多動性障 

がい、自閉症、情緒障がい 
24-2620 

小・中学校特別支援学級 

知的障がい、自閉症・情緒障 

がい、肢体不自由、難聴、弱視、 

病弱・身体虚弱 

各小・中学校 

 

k-3 特別支援教育就学奨励費 
小・中学校の特別支援学級に在学している児童生徒に、学用品費、給食費及び修学旅行費等の費用を、世帯の

所得に応じて助成し、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

 

 お問い合わせ   教育委員会学校教育課・各教育学習課 

 

k-4 就学前幼児発達支援事業「虹っこひろば」 
 小集団での活動や基本的な生活体験・遊び等を通して、幼児の適応性の伸長を図ります。また、保護者に対しては家庭に

おける養育上のアドバイス等を行う他、保護者同士の交流の場を設け、自立助長と福祉の向上を図ることを目的としていま

す。 

 

 お問い合わせ   こども家庭センター 
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k-5 幼児通級指導教室「さくら教室」 
就学に不安を抱えている年中・年長児を対象に、「見通しを持たせるための支援」や「出来ることの体験を増やす

支援」などを個別に指導します。 

 

 お問い合わせ   さくら教室（学校教育課） 

 

 

ｌ 由利本荘市障がい者虐待防止センター  

福祉支援課内に「由利本荘市障がい者虐待防止センター」を設置し、相談・通報の受付をいたします。 
 〒015-0872 由利本荘市瓦谷地１番地（鶴舞会館内） 福祉支援課内 
  
 相談・通報の受付 （平日 8時 30分から 17時 15分）  
 
◎電話 24-6314  FAX 24-0480 
  
 上記以外の時間帯 （平日夜間、土・日曜、祝祭日、年末年始） 
 
◎電話 24-3321（当直） 
 
由利本荘市障がい者基幹相談支援センター（P.2参照）でも、受け付けいたします。 

 

※「18歳未満は児童虐待」です。 

相談、通告先→０１８-８２７-５２００（秋田県子ども・女性・障害者相談センター）  

児童相談所全国共通ダイヤル １８９ 、こども家庭センター ２４-６２９２ 

 

l-1 概要 
「障害者虐待防止法」は、誰であっても障がいのある方を虐待してはならないように定めた上で、障がい者虐待

を「養護者（家族等）」、「福祉施設従事者等（支援者）」、「使用者（事業主）」から「身体的虐待」、「性的虐待」、「心

理的虐待」、「放棄・放任（ネグレクト）」、「経済的虐待」を受けること、と規定しています。 

 虐待行為の禁止のほか、障がいのある方を支える養護者の負担軽減などを盛り込み、虐待に気付いた方は市町

村に通報しなければならないと定めています。障がいのある方への虐待は表に出にくく、市民の皆様からの通報が

早期発見と被害者の迅速な支援につながります。 

  
 【障がい者虐待の例】  
  

 [1]身体的虐待：障がいのある方の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがと 

れない状態にすること。  

 [2]性的虐待：障がいのある方に無理やり（または同意と見せかけ）わいせつなことをしたり、させたりすること。  

 [3]心理的虐待：障がいのある方を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。  

 [4]放棄・放任（ネグレクト） ：食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をほとんどせず、障がいのある方の   

心身を衰弱させること。  

 [5]経済的虐待：本人の同意なしに障がいのある方の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がいのある方に

理由なく金銭を与えないこと。  
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l-2 事業内容 
実際に虐待を受けている方や、ご家族などからの相談や、虐待が疑われる案件の通報などを受け付けておりま

す。 

内容に応じて、被害者やご家族などが必要な支援を受けられるように、関係機関などと連携して対応します。匿

名での相談も可能で、相談者のプライバシーは守られます。 

 「障害者虐待防止法」の対象となる方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）のある方

や、そのほか心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方です。 

 

 

 

ｍ-1 法定後見制度 
本人がすでに判断能力が十分ではない場合、本人、配偶者、４親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行

い、家庭裁判所から成年後見人等（補助人・保佐人・後見人）を選任してもらう制度です。 

成年後見人等は、本人が本来行う法律行為を本人に代わって行う権利（代理権）、本人が行った法律行為を了

解する権利（同意権）、本人が行った法律行為に関して不利益と認められる場合にその行為を取り消すことができ

る権利（取消権）を行使し、住居・施設利用等の契約、入院手続き等の身上保護、また預貯金管理や保険証書の保

管等の財産管理を行い、本人の保護及び支援を行うものです。 

また、配偶者、２親等以内の親族が不在の場合、市町村長が申立てを行う場合もあります。 

 

 成年後見制度の類型  

 成年後見制度は、本人の判断能力に応じ３つに分類されます。 

補 助 日常生活は、ほぼ一人でできるが、契約行為等の判断が難しい方。 

保 佐 日常の買い物はできるが、計画的な金銭管理や契約行為等を一人で行うことが難しい方。 

後 見 判断能力に欠けた状態が通常で、誰かの援助が日常的に必要な方。 

 

 お問い合わせ  

秋田家庭裁判所  TEL 018-824-3121 

  〃       本荘支部  TEL 22-3916 

リーガルサポート秋田支部（秋田県司法書士会館内） TEL 018-824-0055 

秋田県社会福祉士会「ぱあとなあ秋田」（秋田県社会福祉会館内） TEL 018-896-7881 

長寿生きがい課 地域包括支援班（鶴舞会館３階） TEL 24-6345 

中央地域包括支援センター（カダーレ内） TEL 74-6629 

東部地域包括支援センター（社会福祉協議会 東由利支所内） TEL 74-7６７０ 

南部地域包括支援センター（社会福祉協議会 矢島支所内） TEL ４4-８８４１ 

北部地域包括支援センター（あまさぎ園敷地内) TEL 74-6888 

福祉支援課 福祉総合相談室 TEL 24-6２６７ 

                                  

 
 

ｍ 成年後見制度について  
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ｍ-2 任意後見制度 
本人の判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人と支援内容を公正証書に

よる契約で決めておく制度です。 

実際に判断能力が低下した後は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、後見人が契約内容

に沿って本人を代理し、意思を尊重した適切な保護・支援を行うものです。 

後見人には、自分の身近な人を選ぶだけでなく、支援内容に応じて司法書士や社会福祉士、税理士等の専門家

を複数選任しておくこともできます。 

 お問い合わせ   

 １．法定後見制度に同じ。 

 

ｍ-3 日常生活自立支援事業 
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が自立した地域生活が送れるよう福

祉サービスの利用援助等の支援を行うことにより、その方の権利擁護に資することを目的とした事業です。 

 

 援助の方法と内容   

 利用者本人の自己決定を尊重し、その意志の実現を図るため、「情報提供、助言」「契約手続き、利用手続き等の

同行または代行」を中心に援助します。 

 援助内容は次のとおり。 

 

福祉サービスの利用援助 福祉サービスに関する情報提供や助言、利用や利用料支払い手続きの援助、

苦情解決制度の援助等。 

日常的金銭管理サービス 金融機関での預金の払い戻し、解約、預入等の手続き援助等。 

書類等の預かりサービス 本人が書類等の預かり場所が分からなくなることや紛失、盗難を未然に防ぐた

め、本人の大切な書類（通帳等）や印鑑を貸金庫に保管等。 

 

 利用者負担   

 相談や支援計画作成費は無料です。 

 サービスは１回１時間以内まで 1,500円、１時間を超えた場合は以降 30分ごとに７５０円です。 

 お問い合わせ   

 由利本荘市社会福祉協議会及び各支所 

 専門員配置：本荘支所 TEL 24-2911 
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ｎ 障がい者団体について 

 

ｎ-１ 身体障害者協会・手をつなぐ育成会 
身体障がい者やその家族、また知的障がい者の家族の方々がお互いに日頃の悩みや意見を出し合い助け合っ

て、それらを大きな力として自立更生に努め、地域社会での交流を図りながら障がい者の福祉の増進を目的とし

て活動している団体です。 

加入希望その他お問い合わせにつきましては下記までご連絡をお願いします。 

 

由利本荘市身体障害者協会 

 

事務局 福祉支援課内 TEL 24-6314 

由利本荘市手をつなぐ育成会（知的障がい者の保護者会） 

 

事務局 福祉支援課内 TEL 24-6314 

 

o 市役所関係部署 連絡先 

 

P.1掲載部署（福祉支援課・こども家庭センター・長寿生きがい課・医療保険課・健康づくり課）を除く。 

 

名 称 所在地 TEL／FAX 

税務課（住民税班） 由利本荘市尾崎 17 
24-6302 

27-1052 

矢島総合支所市民サービス課 〃   矢島町矢島町 21-2 
55-４９５１ 

55-２０２５ 

岩城総合支所市民サービス課 〃   岩城内道川字新鶴潟 50 
73-201１ 

73-2131 

由利総合支所市民サービス課 〃   前郷字御伊勢下 4-1 
53-2113 

 53-2962 

大内総合支所市民サービス課 〃   岩谷町字日渡 100 
 65-２２１１ 

 65-2610 

東由利総合支所市民サービス課 〃   東由利老方字橋脇 112 
69-２１１０ 

 69-2526 

西目総合支所市民サービス課 〃   西目町沼田字弁天前 40-61 
 33-46１0 

 33-4189 

鳥海総合支所市民サービス課 〃   鳥海町伏見字赤渋 28-1 
 57-3501 

 57-2９５０ 

教育委員会 学校教育課 
〃   西目町沼田字弁天前 40-61 

        （西目総合支所内） 

 32-13１0 

 33-3741 

 


